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一
五

－     －354

On the surname of husband and wife

KONDO  Kayoko

要　旨

現行民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、「夫婦同氏制」

を採用している。夫の氏又は妻の氏のどちらを婚氏＝夫婦の氏とするかは、当事者の選択に任されているが、現実には、

約96パーセントの夫婦が夫の氏を選択している。他方、この規定は、夫婦同氏を「強制」するものでもある。いずれか

の氏を選択しなければ、婚姻届は受理されないのである。この同氏強制を不都合とする夫婦が、次第に増加してきた。

1996年（平成8）、法制審議会は、選択的夫婦別氏制を含む民法改正要綱をとりまとめ、法務大臣に答申を行った。しかし、

改正は未だ実現していない。現在では「当然」のように言われている夫婦同氏制は、1898（明治31）年の民法施行に始

まる。日本は、それまで、夫婦別氏制の国であった。夫婦別氏から同氏への制度転換は、どのような意図を持って為さ

れたのか。そもそも、「氏」が、近代国家政策において、どのような意義を持たされたのか。

本稿は、日本近・現代国家の家族政策を、「氏」とくに「夫婦の氏」の視点から考察する。明治初年、民法典編纂過程、

戦後改革、そして現代に至る迄を考察対象とする。本巻においては、民法典の成立までを考察する。

キーワード：「家」、氏、戸主権、夫権

（平成26年9月30日受理）
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合
性
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

（
50
）    

壻
養
子
縁
組
は
、
婚
姻
と
、
夫
と
妻
の
親
と
の
養
子
縁
組
を
併
せ
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
法

定
の
推
定
家
督
相
続
人
た
る
男
子
が
い
る
者
は
、
男
子
を
養
子
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
女
婿
と
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
（
八
三
九
条
）。
ま
た
、
法
定
の
推
定
家
督

相
続
人
は
、
本
家
相
続
の
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、「
家
」
を
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
（
七
四
四
条
）、
兄
弟
が
い
な
い
長
女
が
婚
姻
す
る
に
は
、
婿
養
子
縁
組
の
方
法
に
よ
る

こ
と
に
な
る
。
養
子
は
養
親
の
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
す
る
の
で
（
八
七
〇
条
）、
こ
の

場
合
、
壻
養
子
た
る
夫
が
推
定
家
督
相
続
人
と
な
る
。
明
治
民
法
に
お
い
て
は
、
夫
の
方
が

氏
を
変
え
る
の
は
、
夫
が
妻
の
「
家
」
に
入
る
入
夫
婚
姻
と
壻
養
子
の
場
合
の
み
で
あ
っ
た
。

割
合
は
、
女
戸
主
の
入
夫
婚
姻
よ
り
壻
養
子
の
場
合
の
方
が
多
い
。
夫
が
氏
を
変
え
た
場
合

に
「
養
子
」
に
入
っ
た
と
す
る
と
ら
え
方
は
、
こ
こ
に
由
来
す
る
。
な
お
、
養
子
に
つ
い
て

も
、「
養
子
ハ
縁
組
ニ
因
リ
テ
養
親
ノ
家
ニ
入
ル
」（
八
六
一
条
）と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

（
51
）    

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
５　

法
典
調
査
会　

民

法
議
事
速
記
録
五
』
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
、
五
九
四
頁
。

（
52
）    

旧
民
法
で
は
、
入
夫
婚
姻
は
家
督
相
続
開
始
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
が
、「
婚
姻
中
入
夫
ハ

戸
主
ヲ
代
表
シ
テ
其
権
ヲ
行
フ
」（
人
事
編
二
五
八
条
）
と
し
て
い
た
。

（
53
）    

法
典
調
査
会
第
一
二
回
主
査
会
に
お
け
る
、
梅
謙
次
郎
に
よ
る
、
妻
の
無
能
力
規
定
の
提
案

理
由
。『
法
典
調
査
会　

民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
』
二
七
八
頁
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法

制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
13
』
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）。

（
54
）    

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
６　

法
典
調
査
会　

民

法
議
事
速
記
録
六
』
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
、
三
四
二
頁
。

（
55
）    

注
（
44
）
参
照
。

（
56
）    

第
一
四
八
回
法
典
調
査
会
で
の
発
言
（
前
掲
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
６　

法
典
調
査
会　

民
法
議
事
速
記
録
六
』
三
四
五
頁
）。

（
次
巻
に
続
く
）
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編
上
』
一
五
七
頁
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
）。

　
　

  

第
一
九
四
条　

正
出
子
ハ
其
父
ノ
氏
ヲ
称
シ
其
族
称
ヲ
冒
ス

　
　

    

第
一
九
五
条　

庶
出
子
ハ
其
父
母
ノ
中
親
子
ノ
分
限
確
定
シ
タ
ル
者
ノ
氏
ヲ
称
シ
其
族
称
ヲ

冒
ス
又
父
母
ニ
対
シ
親
子
ノ
分
限
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
最
初
ニ
確
定
シ
タ
ル
者
ノ
氏
ヲ
称

シ
其
族
称
ヲ
冒
ス
但
シ
成
年
若
ク
ハ
認
知
ヨ
リ
一
个
年
内
ニ
身
分
取
扱
人
ニ
申
述
シ
テ
其
氏

ヲ
撰
択
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　

    

第
二
二
七
条　

養
子
ハ
実
家
ノ
氏
及
ヒ
族
称
ヲ
捨
テ
養
家
ノ
氏
及
ヒ
族
称
ヲ
冒
ス
可
シ

　
　

    

第
二
二
九
条　

然
レ
ト
モ
婦
ノ
養
子
ハ
其
養
母
ノ
実
家
ノ
氏
ヲ
称
シ
夫
ノ
家
ニ
入
ラ
ス

　
　

    

婦
夫
ノ
子
ヲ
養
子
ト
為
ス
ト
キ
ハ
養
子
ハ
夫
家
ノ
氏
ヲ
保
有
シ
其
家
ヲ
去
ラ
ス
但
シ
特
例
婚

姻
ニ
於
ケ
ル
婦
其
夫
ノ
子
ヲ
養
子
ト
為
ス
ト
キ
ハ
前
条
ノ
規
則
ニ
従
フ

　
　

    （『
叢
書　

法
律
編
上
』
一
五
七
頁
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
）

（
37
）    

利
谷
信
義
「『
家
』
制
度
の
構
造
と
機
能
㈡
―
『
家
』
を
め
ぐ
る
財
産
関
係
の
考
察
―
」『
社

会
科
学
研
究
』
一
三
巻
四
号
、
一
九
六
一
年
、
八
〇
頁
。

（
38
）    

し
か
し
、
夫
権
の
構
造
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

（
39
）    『
叢
書　

法
律
編
下
』
二
〇
〇
頁
。

（
40
）    『
叢
書　

法
律
編
下
』
二
二
八
頁
。

（
41
）    『
叢
書　

法
律
編
下
』
二
四
一
頁
以
下
。

（
42
）    

旧
民
法
の
財
産
法
の
部
分
（
財
産
編
・
財
産
取
得
編
（
前
編
）・
債
権
担
保
編
・
証
拠
編
）
は
、

既
に
同
年
三
月
二
七
日
に
法
律
第
二
八
号
と
し
て
成
立
し
、
四
月
二
一
日
に
公
布
さ
れ
て
い

る
。
両
者
と
も
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
一
月
一
日
の
施
行
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

（
43
）    

入
夫
婚
姻
の
場
合
に
お
い
て
、
家
督
相
続
は
開
始
せ
ず
、
婦
家
財
産
の
所
有
権
は
女
戸
主（
妻
）

に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
管
理
権
は
入
夫
が
行
使
し
、
行
為
無
能
力
の
規
定
は
戸
主
た
る
妻

に
も
適
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
戸
主
権
も
入
夫
が
戸
主
を
代
表
し
て
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。

（
44
）    

法
典
調
査
会
設
置
直
後
の
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
三
月
三
一
日
、
起
草
委
員
に
予
定
さ

れ
た
穂
積
陳
重
・
富
井
政
章
・
梅
謙
次
郎
の
三
名
が
、
内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
宛
に
連
名

で
「
法
典
調
査
規
程
」（
三
起
草
委
員
作
成
案
）
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
付
さ
れ
た
「
法

典
調
査
規
程
理
由
書
」
は
、
と
く
に
親
族
編
を
独
立
の
一
編
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

    

民
法
人
事
編
ノ
範
囲
ニ
関
シ
諸
国
ノ
法
典
ノ
採
ル
所
ノ
主
義
ニ
二
ア
リ
第
一
ノ
主
義
ハ
総

テ
権
利
ノ
主
格
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
第
二
ノ
主
義
ハ
只
親
族
間
ノ
関
係
ノ

ミ
ヲ
規
定
ス
ル
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
ト
ス
既
成
法
典
ハ
第
一
ノ
主
義
ニ
依
リ
総
テ
権
利
ノ
主
格

ヲ
定
メ
其
一
部
ト
シ
テ
親
族
上
ノ
規
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
親
族
間
ノ
関
係
ハ
家
族
制
ニ

依
リ
タ
ル
ヤ
又
ハ
個
人
主
義
ニ
依
リ
タ
ル
ヤ
等
ノ
問
題
ヲ
生
シ
為
メ
ニ
世
間
ノ
争
議
ヲ
招

キ
タ
リ
故
ニ
修
正
案
ニ
於
テ
ハ
第
二
ノ
主
義
ニ
依
リ
本
編
ニ
於
テ
ハ
只
親
族
間
ノ
関
係
ノ

ミ
ヲ
規
定
シ
一
般
ニ
権
利
ノ
主
格
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
之
ヲ
総
則
中
ニ
掲
ケ
ン
ト
ス
蓋
シ
親

族
間
ノ
私
法
的
権
利
関
係
ハ
如
何
ナ
ル
時
代
ニ
於
テ
モ
其
規
定
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
此
等
ノ
関
係
ハ
社
会
ノ
変
遷
時
世
ノ
進
歩
ニ
従
ヒ
常
ニ
其
変
動
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル

カ
故
ニ
特
ニ
其
規
定
ヲ
一
編
ト
為
シ
以
テ
将
来
能
ク
社
会
ノ
進
歩
ニ
伴
随
ス
ル
ヲ
得
セ
シ

メ
サ
ル
可
ラ
ス
殊
ニ
我
邦
ノ
家
族
的
諸
関
係
ハ
方
今
変
遷
時
代
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
一
方
ニ
於

テ
ハ
旧
慣
ヲ
重
ン
シ
テ
之
ニ
依
ル
ノ
必
要
ア
リ
ト
雖
モ
亦
一
方
ニ
於
テ
ハ
将
来
ノ
進
歩
ニ

適
応
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
規
定
ヲ
為
サ
ヽ
ル
可
ラ
ス
是
レ
修
正
案
ニ
於
テ
ハ
第
二
ノ
主
義
ヲ
採

リ
親
族
法
ヲ
設
ケ
タ
ル
所
以
ナ
リ

　
　

    　

す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
旧
民
法
人
事
編
は
、
権
利
の
主
格
に
関
す
る
規
定
の
一
部
と

し
て
親
族
上
の
規
定
を
し
た
為
に
、
親
族
間
の
関
係
は
家
族
制
に
依
る
の
か
又
は
個
人
主
義

に
依
る
の
か
等
の
問
題
生
じ
、
そ
の
為
に
論
争
を
招
い
た
。
そ
れ
故
、
親
族
編
を
権
利
の
主

格
に
関
す
る
規
定
か
ら
独
立
さ
せ
、
親
族
間
の
関
係
を
個
人
制
で
は
な
く
家
族
制
に
よ
っ
て

規
定
す
る
。
第
二
に
、
独
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
変
遷
・
進
歩
に
従
い
親
族
関

係
が
変
化
す
る
こ
と
に
対
応
し
た
改
正
を
容
易
に
す
る
。
第
三
に
、
我
が
国
の
家
族
的
諸
関

係
が
変
遷
途
上
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
方
に
お
い
て
旧
慣
を
重
ん
ず
る
必
要
が
あ
る
が
、
他

方
に
お
い
て
将
来
の
進
歩
に
適
応
で
き
る
規
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
、
権
利

の
主
格
に
関
す
る
規
定
か
ら
独
立
し
、
親
族
間
の
関
係
の
み
を
規
定
す
る
親
族
編
を
設
け
る

理
由
で
あ
る
、
と
す
る
（
福
島
正
夫
編
『
明
治
民
法
の
制
定
と
穂
積
文
書
』
民
法
成
立
過
程

研
究
会
（
発
売
有
斐
閣
）、
一
九
五
九
年
、
一
一
五
頁
）。
な
お
、
利
谷
信
義
「
明
治
民
法
に

お
け
る
『
家
』
と
相
続
」『
社
会
科
学
研
究
』
第
二
三
巻
一
号
、
一
九
七
一
年
、
四
九
頁
、
参
照
。

（
45
）    

第
一
項
は
「
戸
主
ノ
親
族
ニ
シ
テ
其
家
ニ
在
ル
者
及
其
配
偶
者
ハ
之
ヲ
家
族
ト
ス
」
で
あ
る
。

（
46
）    

利
谷
前
掲
「「
明
治
民
法
に
お
け
る
『
家
』
と
相
続
」
五
八
〜
五
九
頁
、
一
〇
三
頁
。

（
47
）    

相
続
順
位
は
男
子
優
先
で
あ
り
、
嫡
出
女
子
よ
り
庶
男
子
の
方
が
先
順
位
と
さ
れ
た
。

（
48
）    

但
し
、
明
治
民
法
に
お
け
る
戸
主
権
は
、
総
括
的
な
も
の
で
は
な
く
個
々
の
権
利
の
集
合
で

あ
り
、
そ
の
範
囲
は
民
法
に
規
定
さ
れ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
戸
主
権
に
従
わ
な

い
家
族
に
対
し
て
、
居
所
の
強
制
や
、
婚
姻
等
の
成
立
の
拒
絶
を
な
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、

単
に
離
籍
や
復
籍
拒
絶
の
制
裁
を
行
使
し
得
る
に
と
ど
ま
る
。

（
49
）    

な
ぜ
な
ら
、
民
法
は
、
す
べ
て
の
財
産
を
「
家
」
の
規
制
か
ら
解
放
し
、
そ
の
自
由
な
流
通

を
保
障
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
家
族
の
財
産
は
、
戸
主
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
、
完
全
な
個
人
財
産
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
し
て
、
単
独
相
続
に
よ
っ
て

戸
主
に
集
中
さ
せ
た
「
家
」
の
財
産
す
ら
、
民
法
施
行
前
に
存
在
し
た
廃
戸
主
制
度
（
強
制

隠
居
）
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
家
産
で
は
な
く
戸
主
の
個
人
財
産
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。
尤
も
、

こ
の
よ
う
な
財
産
関
係
の
構
造
自
体
は
、
旧
民
法
に
お
い
て
既
に
確
立
し
、
そ
れ
と
基
本
的

な
変
化
は
な
い
。
民
法
は
、「
家
」
制
度
を
規
定
し
つ
つ
、
そ
れ
と
近
代
的
財
産
法
と
の
整
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自
今
僧
侶
苗
字
相
設
住
職
中
ノ
者
ハ
某
寺
住
職
某
氏
名
ト
可
相
称
事

　
　
　
　

但
苗
字
相
設
候
ハ
ヽ
管
轄
庁
ヘ
可
届
出
事

（
18
）    

資
料
・
先
一
二
八
二
。
た
だ
、
こ
の
事
例
は
、
旧
藩
時
代
に
、
士
族
戸
主
が
隠
居
し
家
督
相

続
を
し
た
養
子
が
氏
を
改
め
た
が
、
養
父
隠
居
は
別
居
し
て
従
来
の
氏
を
称
し
て
い
る
た
め
、

父
子
が
氏
を
異
に
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
指
令
は
、
本
文
で

戸
主
の
氏
へ
の
統
一
を
命
じ
つ
つ
、
但
書
に
お
い
て
、
家
族
の
氏
が
由
緒
あ
る
も
の
で
、
戸

主
が
復
氏
を
望
む
場
合
に
は
、
更
に
伺
出
る
よ
う
に
と
、
由
緒
あ
る
氏
へ
の
復
氏
を
認
め
る

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
伺
及
び
指
令
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

  　
　
　

明
治
一
〇
年
一
月
九
日　

滋
賀
県
伺

　
　

    

士
族
戸
主
隠
居
シ
養
子
家
督
相
続
ノ
後
本
苗
岡
本
タ
ル
ヲ
同
家
ニ
石
上
ノ
苗
字
ア
ル
以
テ
旧

藩
ニ
於
テ
願
済
当
戸
主
苗
字
石
上
ト
称
シ
養
父
隠
居
ハ
別
居
シ
テ
岡
本
ノ
苗
字
ヲ
称
シ
居
リ

父
子
苗
字
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
有
之
候
処
明
治
六
年
十
二
月
石
川
県
伺
ニ
士
族
等
ノ
中
子
弟
ノ
者

父
兄
ト
苗
字
ヲ
異
ニ
ス
ル
ア
リ
元
来
一
家
ニ
シ
テ
子
弟
別
ニ
苗
字
ヲ
称
シ
候
ハ
不
穏
ニ
付
引

直
サ
セ
可
然
哉
云
々
大
蔵
省
御
指
令
ニ
伺
ノ
通
リ
ト
有
之
然
レ
ハ
前
書
ノ
如
ハ
当
戸
主
ヲ
岡

本
ト
復
姓
シ
石
上
ヲ
廃
止
至
当
ト
相
考
候
得
共
石
上
ノ
苗
字
ヲ
存
置
シ
岡
本
ヲ
廃
止
ス
ヘ
キ

哉
又
ハ
本
人
ノ
情
願
ニ
任
セ
不
苦
哉
相
伺
候
也

　
　

  　
　
　

明
治
一
〇
年
二
月
九
日　

内
務
省
指
令

　
　

    

書
面
伺
ノ
趣
家
族
ノ
者
戸
主
ト
苗
字
ヲ
異
ニ
ス
ル
向
キ
ハ
戸
主
ノ
苗
字
ニ
為
引
直
候
儀
ト
可

相
心
得
事

　
　

    　

但
其
家
族
所
称
ノ
姓
由
緒
有
之
儀
ニ
シ
テ
戸
主
ヨ
リ
復
姓
願
出
候
ハ
ヽ
尚
可
伺
出
事

（
19
）    

堀
内
節
編
『
明
治
前
期
身
分
法
大
全　

第
一
巻　

―
婚
姻
編
Ⅰ
―
』
中
央
大
学
出
版
部
、

一
九
七
三
年
、
資
料
番
号
三
九
六
（
以
下
「
大
全
・
○
○
」
と
略
す
）。

（
20
）    

大
全
・
三
九
五
。

（
21
）    

例
え
ば
、
華
士
族
の
夫
が
除
族
の
刑
（
改
定
律
例
第
一
四
条
）
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
つ
い

て
、「
婦
ハ
固
ヨ
リ
夫
ノ
身
分
ニ
従
フ
者
ニ
付
夫
除
族
ノ
上
ハ
其
夫
ニ
従
ヒ
平
民
タ
ル
ヘ
キ

事
」
と
の
、
明
治
七
年
三
月
二
二
日
太
政
官
指
令
（
明
治
六
年
八
月
五
日
大
蔵
省
伺
。
資

料
・
先
三
八
六
）
が
あ
る
。
な
お
、
山
中
前
掲
『
日
本
近
代
国
家
の
形
成
と
「
家
」
制
度
』、

二
五
〇
頁
参
照
。

（
22
）    

華
族
ヨ
リ
平
民
ニ
至
ル
迄
互
婚
姻
被
差
許
候
条
双
方
願
ニ
不
及
其
時
々
戸
長
ヘ
可
届
出
事

（
但
書
略
す
）（
資
料
・
法
二
四
〇
）

（
23
）    

山
中
、
前
掲
書
は
、「
妻
に
対
し
て
強
制
さ
れ
た
「
所
生
ノ
氏
」
は
、
…
家
族
（
広
義
の
）

に
お
け
る
妻
の
異
族
的
性
格
を
明
確
に
さ
せ
、
妻
の
劣
位
を
確
定
す
る
意
義
と
機
能
を
果
た

し
」
た
と
指
摘
す
る
（
二
六
一
頁
）。

（
24
）    

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
二
二
日
太
政
官
第
二
八
号
布
告
「
華
士
族
家
督
相
続
法
」
第

七
章
は
、「
当
主
死
去
跡
嗣
子
無
之
婦
女
子
ノ
ミ
ニ
テ
已
ヲ
得
サ
ル
事
情
ア
リ
養
子
難
致
者

ハ
婦
女
子
ノ
相
続
差
許
従
前
ノ
給
祿
可
支
給
事
」
と
し
て
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
け
る

婦
女
子
の
相
続
を
認
め
た
（
資
料
・
法
三
六
一
）。

（
25
）    

妻
と
夫
が
当
事
者
と
な
る
離
婚
訴
訟
の
判
決
原
本
を
み
る
と
、
別
氏
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
明
治
二
三
年
一
二
月
一
〇
日
仙
台
地
方
裁
判
所
判
決
「
離
縁
返
籍
催
促
ノ
訴
訟
」

の
「
裁
判
言
渡
書
」
に
よ
れ
ば
、
原
告
（
妻
）
は
、
平
民
石
川
民
冶
長
女
石
川
カ
ネ
と
父
石

川
民
冶
、
被
告
（
夫
）
は
、
平
民
小
出
甚
之
助
長
男
小
出
甚
助
と
父
小
出
甚
之
助
で
あ
る
。

（
26
）    

江
戸
時
代
の
武
士
の
世
界
に
お
い
て
、
跡
継
ぎ
を
得
る
た
め
に
妾
を
置
く
こ
と
が
正
当
化
さ

れ
る
。
そ
し
て
、「
妻
妾
が
複
数
に
な
れ
ば
子
を
産
む
腹
も
複
数
に
な
る
…
子
を
産
む
腹
が

複
数
で
あ
れ
ば
、
そ
の
腹
に
格
差
を
つ
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
腹
の
出
所
を
示
す
氏

―
生
家
の
氏
―
が
武
士
の
妻
妾
の
場
合
に
は
こ
と
さ
ら
重
要
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。」

（
熊
谷
開
作
『
日
本
の
近
代
化
と
「
家
」
制
度
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
七
年
、
一
八
八
頁
。）

（
27
）    

古
在
由
重
編
『
紫
琴
全
集
』
草
土
文
化
、
一
九
八
三
年
、
三
〇
一
〜
三
〇
二
頁
。

（
28
）    

向
井
健
「
民
法
典
の
編
纂
」（
福
島
正
夫
編
『
日
本
近
代
法
体
制
の
形
成
（
下
巻
）』
日
本
評

論
社
、
一
九
八
二
年
）
三
一
九
頁
。

（
29
）    

近
藤
佳
代
子
「
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
け
る
夫
婦
財
産
関
係
」『
法
制
史
研
究
』
三
九
号
、

一
九
九
〇
年
、
一
五
九
頁
。

（
30
）    

尤
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
は
妻
に
夫
の
氏
の
使
用
を
強
制
す
る
規
定
は
な
い
が
、
夫
を
家
長

と
す
る
家
族
共
同
体
が
規
定
さ
れ
、
夫
権
、
妻
の
劣
位
が
明
確
で
あ
る
。

（
31
）    

明
治
文
化
資
料
叢
書
刊
行
会
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書　

第
３
巻　

法
律
編
上
』（
風
間
書

房
、
一
九
五
九
年
。
以
下
、『
叢
書　

法
律
編
上
』
と
略
す
）
二
三
〇
頁
以
下
。

（
32
）    

但
し
、
第
一
草
案
の
戸
籍
は
、
身
分
証
書
の
量
的
集
合
で
あ
る
（
人
事
編
第
四
三
六
条
「
身

分
証
書
ハ
各
個
人
ノ
身
分
ニ
関
ス
ル
事
件
ヲ
記
載
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
簿
冊
ハ
身
分
取
扱
人

之
ヲ
掌
ル
（
第
二
項
略
）」。
同
第
四
四
五
条
「
身
分
取
扱
所
ニ
ハ
身
分
証
書
ノ
外
別
ニ
戸
籍

ヲ
設
備
シ
身
分
証
書
ニ
拠
リ
各
戸
ヲ
区
別
シ
戸
主
家
族
ヲ
編
録
シ
其
続
柄
ヲ
簡
明
ニ
記
載
ス

可
シ
（
但
書
略
）」。）

（
33
）    

獲
得
編
第
二
部
第
一
章
第
二
節
は
、「
法
律
上
ノ
相
続
ヲ
家
督
相
続
及
ヒ
普
通
相
続
ノ
二
種

ニ
区
別
」
し
（
一
五
二
五
条
）、
第
一
款
（
一
五
二
八
条
以
下
）
に
家
督
相
続
を
規
定
す
る
（
明

治
文
化
資
料
叢
書
刊
行
会
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書　

第
３
巻　

法
律
編
下
』
風
間
書
房
、

一
九
六
〇
年
（
以
下
、『
叢
書　

法
律
編
下
』
と
略
す
）、
二
三
頁
以
下
）。

（
34
）    
人
事
編
第
一
〇
〇
条
の
「
理
由
」（『
叢
書　

法
律
編
上
』
九
五
頁
）。「
理
由
」
の
冒
頭
は
、

「
本
条
ハ
夫
権
ノ
原
則
ヲ
立
ル
モ
ノ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
35
）    『
叢
書　

法
律
編
上
』
六
一
頁
。

（
36
）    

子
の
氏
に
つ
い
て
は
、
第
一
草
案
人
事
編
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（『
叢
書　

法
律
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）。

（
２
）    

近
藤
佳
代
子
「
近
代
の
『
家
』
―
『
家
』
の
論
理
と
商
品
交
換
法
と
の
交
錯
」（
利
谷
信
義
・

吉
井
蒼
生
夫
・
水
林
彪
編
『
法
に
お
け
る
近
代
と
現
代
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）

二
三
九
頁
。

（
３
）    
山
中
永
之
佑
『
日
本
近
代
国
家
の
形
成
と
「
家
」
制
度
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
、

六
七
頁
。
井
戸
田
博
史
『
氏
と
名
と
族
称
―
そ
の
法
史
学
的
研
究
―
』
法
律
文
化
社
、

二
〇
〇
三
年
、
三
〜
四
頁
。

（
４
）    

外
岡
茂
十
郎
編
『
明
治
前
期
家
族
法
資
料
』
早
稲
田
大
学
、
一
九
六
七
〜
一
九
八
七
年
、
資

料
番
号
法
規
一
五
四
（
以
下
「
資
料
・
法
○
○
」
と
略
す
）。

（
５
）    

山
中
、
前
掲
書
、
三
一
頁
、
二
四
六
頁
。

（
６
）    

山
中
、
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。
福
島
正
夫
『
日
本
資
本
主
義
と
「
家
」
制
度
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）
八
七
頁
。
福
島
正
夫
・
利
谷
信
義
「
明
治
以
後
の
戸
籍
制
度

の
発
達
」（
中
川
善
之
助
他
編
『
家
事
裁
判　

家
族
問
題
と
家
族
法　

Ⅶ
』
酒
井
書
店
、

一
九
五
七
年
）
三
〇
九
〜
三
一
〇
頁
。
同
「
明
治
前
期
に
お
け
る
戸
籍
制
度
の
発
展
」（
福

島
正
夫
編
『「
家
」
制
度
の
研
究　

資
料
篇
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
）
四
二

〜
四
三
頁
。

（
７
）    

戸
籍
法
は
、
彼
ら
に
つ
い
て
も
、「
戸
長
へ
名
前
書
ヲ
出
サ
セ
（
年
齢
癈
疾
等
ヲ
モ
認
ム
ヘ
シ
）

其
人
員
男
女
ヲ
分
チ
戸
籍
表
ニ
書
入
レ
差
出
シ
庁
ニ
テ
モ
戸
籍
表
ニ
入
ル
ヽ
事
」（
第
三
二
則
）

と
し
て
、
人
員
の
掌
握
を
図
っ
て
い
る
。

（
８
）    

布
告
は
、
同
時
に
従
来
彼
ら
に
認
め
て
い
た
「
除

」（
租
税
の
免
除
）
の
廃
止
を
も
命
じ

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
除
地
」
を
廃
し
て
租
税
を
徴
収
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
券
制
と
絡
ん

で
土
地
の
商
品
化
に
向
け
た
準
備
で
も
あ
っ
た
（
上
杉
聰
『
明
治
維
新
と
賤
民
廃
止
令
』
解

放
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
第
三
章
及
び
二
六
七
〜
二
六
八
頁
）。
賤
民
廃
止
令
は
真
の
平

等
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
平
等
実
現
の
た
め
の
経
済
的
裏
付
け
を
与
え
な

い
ま
ま
、
彼
ら
を
支
配
体
制
に
「
平
等
に
」
組
み
込
も
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る（
井

ケ
田
良
治
・
山
中
永
之
佑
・
石
川
一
三
夫
『
日
本
近
代
法
史
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
二
年
、

一
四
頁
参
照
）。

（
９
）    

六
年
目
ご
と
の
改
製
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
七
月
八
日
太
政
官
第
二
四
二
号
布
告
に

よ
っ
て
「
追
テ
相
達
候
迄
不
及
施
行
」
と
さ
れ
る
が
、
結
局
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
10
）    

近
藤
佳
代
子
「
家
族
法
制
」（
山
中
永
之
佑
他
編
『
日
本
現
代
法
史
論
―
近
代
か
ら
現
代
へ
―
』

法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
二
〜
二
〇
三
頁
。

（
11
）    

大
藤
修
は
「
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
一
月
に
な
る
と
、
氏
名
改
称
の
要
件
を
さ
ら
に
緩
和

し
て
い
る
」（『
日
本
人
の
姓
・
苗
字
・
名
前　

人
名
に
刻
ま
れ
た
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
、
一
九
〇
頁
）
と
す
る
が
、
氏
の
固
定
は
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）    

但
し
、
由
緒
あ
る
氏
に
復
す
る
場
合
は
、
戸
主
か
ら
の
願
出
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
（
明

治
一
〇
年
二
月
九
日
内
務
省
指
令
但
書
。
註
（
18
）
参
照
。）。

（
13
）   　
　
　

明
治
一
三
年
三
月
二
四
日　

内
務
省
伺

　
　

    

分
家
致
候
者
更
ニ
苗
字
ヲ
相
設
ケ
候
儀
ハ
別
紙
明
治
六
年
十
二
月
大
蔵
省
上
申
ヘ
御
指
令
ノ

旨
モ
有
之
候
ヘ
ト
モ
右
ハ
由
緒
或
ハ
営
業
等
ノ
為
メ
其
者
身
家
ノ
都
合
不
得
止
儀
ア
リ
テ
別

称
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
モ
可
有
之
例
ヘ
ハ
別
家
ヲ
ナ
ス
事
柄
ニ
付
其
縁
由
ア
ル
新
姓
ヲ
設
ク
ル
ヲ

要
シ
又
ハ
本
家
ノ
姓
ニ
字
ヲ
加
ヘ
本
末
ヲ
区
別
ス
ル
ヲ
要
シ
又
ハ
甲
家
ノ
者
乙
家
ノ
財
産
ヲ

得
テ
分
家
ト
ナ
リ
乙
家
ノ
姓
ヲ
称
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
等
種
々
ノ
事
情
有
之
且
分
家
ノ
儀
ハ
新
タ

ニ
一
家
ヲ
興
シ
候
モ
ノ
ニ
付
改
正
ノ
禁
令
ニ
触
レ
候
儀
モ
無
之
ト
被
相
考
候
間
事
実
調
査
ノ

上
差
許
不
苦
事
ニ
致
度
此
段
相
伺
候
至
急
御
裁
令
被
下
度
候
也

　
　

  　
　
　

明
治
一
三
年
四
月
一
四
日　

太
政
官
指
令

　
　

    

伺
ノ
趣
ハ
明
治
六
年
十
二
月
廿
七
日
大
蔵
省
ヘ
指
令
ノ
通
可
相
心
得
事

　
　

  　
　
（
別
紙
）

　
　

  　
　
　
　

大
蔵
省
伺
（
明
六
・
一
二
・
九
）

　
　

  　

第
二
条　

士
族
平
民
ト
モ
別
家
ノ
砌
苗
字
相
設
候
議
ハ
不
差
支
議
ニ
候
哉

　
　

  　
　
　
　

太
政
官
裁
令
（
明
六
・
一
二
・
二
七
）

　
　

  　

第
二
条　

別
家
致
候
者
更
ニ
苗
字
相
設
候
議
ハ
不
相
成
候
事

　
　

  　
　
　

法
制
部
議
按
（
明
一
三
・
四
・
一
）

　
　

    

別
紙
内
務
省
伺
分
家
者
立
姓
ノ
儀
審
按
候
処
従
来
ノ
法
律
及
ヒ
慣
習
ニ
ヨ
レ
ハ
分
家
者
ハ
其

実
家
ノ
姓
ヲ
唱
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
由
緒
ア
ツ
テ
分
家
ノ
際
他
家
ノ
姓
ヲ
唱
ヘ
度
情
実
ア

ル
者
ハ
一
旦
其
家
ノ
養
子
ト
ナ
リ
更
ニ
養
家
ヨ
リ
分
家
ス
ル
ト
キ
ハ
其
姓
ヲ
称
ス
ル
ヲ
得
ヘ

シ
若
シ
分
家
者
ヲ
シ
テ
其
実
家
ノ
姓
ヲ
唱
ヘ
ス
シ
テ
新
姓
ヲ
称
ス
ル
ヲ
許
ス
ト
キ
ハ
仮
令
之

レ
ヲ
立
姓
ト
云
フ
モ
其
実
ハ
改
姓
ニ
ツ
キ
壬
申
第
二
百
三
十
五
号
布
告
ニ
抵
触
ス
ル
ニ
由
リ

上
申
ノ
趣
裁
可
難
相
成
儀
ト
存
候
依
テ
御
指
令
按
取
調
仰
高
裁
候
也

　
　

    （
外
岡
、
前
掲
『
明
治
前
期
家
族
法
資
料
』
資
料
番
号
先
例
二
二
四
八
。
以
下
、「
資
料
・
先

○
○
」
と
略
す
。
な
お
、
資
料
中
の
異
体
字
は
、
常
用
漢
字
、
片
仮
名
に
書
き
換
え
た
。
以

下
同
様
。）

（
14
）    『
法
令
全
書　

第
5
巻
―
１
』
原
書
房
、
一
九
七
四
年
（
復
刻
原
本　

明
治
二
二
年
）、

四
三
三
頁
。

（
15
）    
福
島
、
前
掲
『
日
本
資
本
主
義
と
「
家
」
制
度
』
一
八
六
頁
。

（
16
）    
福
島
、
前
掲
、
一
九
一
頁
参
照
。

（
17
）    

僧
侶
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
明
治
五
年
に
、
氏
の
創
設
と
管
轄
庁
へ
の
届
出
を
命
じ

る
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
（
資
料
・
法
三
三
二
）。

　
　

  　

明
治
五
年
九
月
一
四
日　

太
政
官
第
二
六
五
号
布
告
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つ
（
八
〇
七
条
一
項
）、
夫
に
そ
れ
ら
を
管
理
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
（
八
〇
一
条
）。
こ
の

よ
う
な
法
構
成
は
、
夫
婦
の
財
産
を
夫
に
集
中
さ
せ
、
夫
に
よ
り
統
一
的
に
管
理
運
用
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
民
法
は
、「
女
戸
主
カ
入
夫
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
入
夫
ハ
其
家
ノ
戸
主
ト
為
ル
」

（
七
三
六
条
本
文
）と
し
、
入
夫
婚
姻
を
家
督
相
続
の
開
始
原
因
の
一
つ
に
掲
げ
た
が（
九
六
四

条
三
号
）、
七
三
六
条
但
書
に
お
い
て
「
但
当
事
者
カ
婚
姻
ノ
当
時
反
対
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
、
妻
が
戸
主
と
し
て
と
ど
ま
る
選
択
肢
も
与
え
た
。
そ

こ
で
、
入
夫
婚
姻
の
際
に
家
督
相
続
を
開
始
さ
せ
な
か
っ
た
場
合
、
戸
主
（
＝
「
家
」
の
長
）

た
る
妻
に
対
し
て
も
、
家
族
た
る
夫
が
夫
権
を
行
使
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
民
法

は
、
夫
権
の
例
外
を
認
め
て
い
な
い
。
妻
の
無
能
力
・
管
理
共
通
制
の
規
定
は
、
妻
が
非

戸
主
＝
家
族
の
場
合
（
夫
が
戸
主
の
場
合
と
、
夫
婦
と
も
非
戸
主
＝
家
族
の
場
合
が
あ
る
）

は
勿
論
、
妻
が
戸
主
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
法
は
、
妻
の
財
産
所
有

権
を
承
認
し
、
身
分
統
制
権
と
し
て
の
戸
主
権
も
戸
主
た
る
妻
に
与
え
た
が
）
52
（　

 

、
財
産
の

管
理
・
運
用
は
、
あ
く
ま
で
も
夫
が
行
う
べ
き
も
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取

扱
い
は
、「
有
夫
ノ
婦
ハ
夫
ニ
従
順
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
カ
故
ニ
）
53
（　

」、
ま
た
「
夫
婦
ノ
間
デ

大
将
ガ
二
人
ア
ル
ト
云
フ
ト
往
カ
ヌ
カ
ラ
）
54
（　

」
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

妻
の
無
能
力
は
、
旧
民
法
ま
で
は
「
婚
姻
ノ
効
力
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治

民
法
で
は
総
則
編
に
移
さ
れ
た
。
明
治
民
法
が
、
身
分
法
を
独
立
し
た
二
編
と
す
る
編
別

構
成
を
採
っ
た
理
由
）
55
（　

 

か
ら
推
察
し
て
も
、
妻
の
劣
位
は
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
社
会
関

係
の
変
化
も
そ
れ
を
容
易
に
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
思
想
に
基
づ
く
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
女
戸
主
が
（
夫
に
も
）
戸
主
権
を
行
使
し
得
る
こ
と
を
認
め
た
の
は
何
故
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
起
草
委
員
梅
謙
次
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
56
（　

 

。

 

女
デ
モ
戸
主
ニ
為
レ
ル
従
ツ
テ
戸
主
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ガ
出
来
マ
ス
、
ケ
レ
ド
モ
其
外
ノ

事
ハ
妻
ハ
飽
ク
マ
デ
モ
夫
ニ
従
ハ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
…
故
ニ
総
則
ニ
於
テ
モ
彼
ノ
能
力

ノ
所
デ
女
戸
主
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ズ
妻
ガ
夫
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
ヌ
ト
重
大
ナ
ル
事
ハ
出

来
ヌ
ト
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
先
ヅ
一
家
ノ
大
将
ハ
夫
デ
ア
ル
唯
ダ
一
家
ト
云
フ
観
念
ガ
此
処

デ
ハ
二
タ
通
リ
ア
ッ
テ
事
実
上
ノ
生
活
ト
名
義
上
ノ
家
ト
ア
リ
マ
ス
名
義
上
ノ
家
ハ
都

合
ニ
因
ツ
テ
女
戸
主
ヲ
立
テ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
必
要
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
カ
ラ
許
ス
ト
シ

テ
モ
実
際
上
ノ
生
活
ニ
付
テ
ハ
矢
張
リ
夫
ハ
夫
、
妻
ハ
妻
デ
ア
リ
マ
ス
…
戸
主
権
ハ
…

財
産
ノ
管
理
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
唯
…
無
形
上
ノ
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
従
ツ

テ
夫
レ
ガ
無
形
ノ
家
ノ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
ニ
付
テ
ハ
女
戸
主
ガ
自
ラ
決
ス
ル
自
ラ
其
権

利
ヲ
行
フ
其
外
ノ
事
ニ
付
テ
ハ
女
戸
主
ト
普
通
ノ
妻
ト
ニ
区
別
ハ
少
シ
モ
ナ
イ

す
な
わ
ち
、「
家
」
は
戸
籍
に
表
示
さ
れ
る
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
夫
を
家
長

と
す
る
現
実
の
家
族
と
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
戸
主
権
も
、「
無
形
ノ
家
ノ
利
害
ニ
関

ス
ル
」「
無
形
上
ノ
モ
ノ
」
と
さ
れ
、「
財
産
ノ
管
理
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
」
実
際
上
の
権
利
と

対
比
さ
れ
て
、
女
戸
主
で
も
行
使
し
得
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
現
実
の
家
族
に
於
け
る
家
長
た
る
夫
は
、
子
に
対
し
て
は
父
と
し
て
親
権
を

行
使
す
る
。
未
成
年
の
子
に
対
す
る
監
護
教
育
の
権
利
義
務
や
財
産
管
理
権
等
は
、
戸
主

で
は
な
く
親
権
者
の
権
利
義
務
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
単
独
相
続
に
よ
る
家
産
の
独
占
に

対
し
て
戸
主
に
課
さ
れ
た
家
族
の
扶
養
義
務
も
第
一
順
位
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
一
に

扶
養
義
務
を
課
さ
れ
た
の
は
配
偶
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
民
法
は
、「
家
」
を
身
分
法
の
中
核
に
据
え
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
構

造
は
「
家
」
に
一
元
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
家
」
の
観
念
化
の
進
行
と
い
う
現
実
を
反

映
し
、
戸
主
を
家
長
と
す
る
観
念
的
な
「
家
」
と
、
夫
を
家
長
と
す
る
実
体
的
「
家
族
」

と
の
二
重
構
造
を
採
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
夫
が
戸
主
で
あ
る
多
く
の
家
族

に
お
い
て
は
、
夫
が
戸
主
権
と
夫
権
と
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
家
」
制
度

を
前
提
と
す
る
以
上
、
実
体
的
家
族
も
、
そ
の
構
成
員
は
、
戸
主
ま
た
は
家
族
と
し
て
「
家
」

に
属
し
、「
家
」
の
氏
を
称
す
る
。
他
家
か
ら
夫
家
に
入
っ
た
妻
も
、
夫
家
の
家
族
と
し
て

夫
家
の
氏
を
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）    

厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
『
平
成
18
年
度
「
婚
姻
に
関
す
る
統
計
」
の
概
況
』

（http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/toukei/saikin/hw

/jinkou/tokusyu/konin06/index.

htm
l

）
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
五
年
の
九
八
・
八
％
か
ら
徐
々
に
減
少
し
て
は
い
る
が
、

二
〇
〇
五
年
で
、
九
六
・
三
％
（
夫
婦
と
も
初
婚
の
場
合
は
九
七
・
三
％
、
夫
婦
と
も
再
婚

の
場
合
は
九
一
％
）
で
あ
る
。
そ
の
後
も
ほ
ぼ
横
ば
い
で
、
二
〇
一
三
年
に
お
け
る
夫
の

氏
を
称
す
る
婚
姻
は
、
九
六
・
二
％
（
同
年
に
婚
姻
生
活
に
入
り
届
け
出
た
も
の
で
は
、

九
六
・
六
％
）
で
あ
る
（
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
五
年
人
口
動
態
調
査
」http://w

w
w
.
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さ
れ
（
九
八
七
条
）、
戸
主
は
、
前
戸
主
の
財
産
を
単
独
で
相
続
す
る
だ
け
で
な
く
、
祖
先

祭
祀
の
主
宰
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
戸
主
に
は
、
家
族
を
身
分
的
に
統
制
す
る
た
め
に
、
家
族
に
対
す
る
居
所
指

定
権
と
そ
れ
に
伴
う
離
籍
権
（
七
四
九
条
）、
婚
姻
・
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
同
意
権
と
そ

れ
に
伴
う
離
籍
権
・
復
籍
拒
絶
権
（
七
五
〇
条
）、
入
家
・
去
家
に
つ
い
て
の
同
意
権
等
の

戸
主
権
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
戸
主
権
は
尊
属
に
対
し
て
も
行
使
し
得
る
絶
対
的
な

も
の
で
あ
っ
た
）
48
（　

 
。
但
し
、
戸
主
権
は
身
分
上
の
権
限
に
限
ら
れ
、
家
族
に
対
す
る
戸
主

の
財
産
的
権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
）
49
（　

 

。

す
べ
て
の
国
民
は
、
戸
主
或
い
は
家
族
と
し
て
「
家
」
に
所
属
し
、
そ
の
「
家
」
の
氏

を
称
す
る
。
親
族
編
第
二
章
第
二
節
「
戸
主
及
ヒ
家
族
ノ
権
利
義
務
」
冒
頭
の
規
定
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

第
七
四
六
条　

戸
主
及
ヒ
家
族
ハ
其
家
ノ
氏
ヲ
称
ス

氏
に
関
す
る
条
文
は
、
こ
の
一
箇
条
の
み
で
あ
る
。

他
方
、「
婚
姻
ノ
効
力
」（
第
三
章
婚
姻
第
二
節
）
に
は
、
明
治
四
年
戸
籍
法
以
来
既
に

制
度
と
し
て
確
立
し
て
い
る
家
籍
の
変
動
が
、
明
文
の
規
定
と
し
て
置
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

第
七
八
八
条　

妻
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
テ
夫
ノ
家
ニ
入
ル

　

入
夫
及
ヒ
壻
養
子
ハ
妻
ノ
家
ニ
入
ル
）
50
（　

こ
の
よ
う
に
、
夫
婦
は
必
ず
同
じ
「
家
」
に
属
す
る
こ
と
が
、
条
文
上
も
明
確
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
同
じ
「
家
」
に
属
す
る
が
故
に
、
同
じ
氏
を
称
す
る
こ
と
に
な
る
。

明
治
初
年
に
お
い
て
は
、
同
戸
同
氏
の
原
則
を
打
ち
出
し
な
が
ら
、「
慣
法
ニ
従
ヒ
」
妻

の
み
例
外
と
し
て
「
所
生
ノ
氏
」
の
使
用
を
強
制
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
一
二
七

回
法
典
調
査
会
（
明
治
二
八
年
一
〇
月
二
一
日
）
に
お
け
る
第
七
四
六
条
の
審
議
の
際
に
、

穂
積
八
束
が
「
妻
ト
云
フ
者
ハ
縦
令
ヒ
婚
姻
ニ
因
ツ
テ
モ
生
家
ノ
氏
ヲ
称
ス
ベ
シ
ト
云
フ

コ
ト
ガ
特
別
ニ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
…
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
指
令
ガ
ア
リ
又
今
モ
当
局
者
デ
モ
矢

張
リ
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ヲ
言
ツ
テ
居
ル
者
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
夫
レ
ヲ
変
ヘ
ル
ニ
ハ
何
カ
矢
張
リ

少
シ
理
由
カ
説
明
ガ
ナ
イ
ト
分
ラ
ヌ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
」
と
質
問
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す

る
起
草
委
員
富
井
政
章
の
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）
51
（　

 

。

 

恰
モ
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ガ
ア
ツ
テ
ハ
不
都
合
デ
ア
ル
ト
思
ツ
テ
此
規
定
ヲ
置
キ
マ
シ
タ
…

妻
ガ
生
家
ノ
姓
氏
ヲ
称
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
ツ
テ
ハ
ド
ウ
モ
不
都
合
デ
ア
ラ

ウ
夫
ノ
家
ニ
属
シ
テ
其
夫
ノ
家
名
ヲ
称
ス
ル
ガ
当
然
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ツ
テ
斯
ウ
云
フ
風

ニ
書
キ
マ
シ
タ
若
シ
今
日
マ
デ
ノ
法
律
ガ
其
方
ガ
原
則
デ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
レ
バ

正
シ
ク
変
ヘ
ル
コ
ト
ニ
為
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
其
指
令
ハ
私
モ
見
た
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
…

ケ
レ
ド
モ
果
シ
テ
夫
レ
ガ
日
本
ノ
今
日
ノ
慣
習
法
デ
ア
ル
カ
ト
云
フ
ニ
至
ツ
テ
ハ
夫
レ

程
ノ
力
ア
ル
モ
ノ
ニ
見
テ
ハ
居
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

そ
し
て
さ
ら
に
、「
兎
モ
角
禁
ジ
タ
イ
精
神
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
横
田
国
臣
も
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

 

今
ノ
妻
ガ
実
家
ノ
氏
ヲ
名
乗
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
私
ハ
殆
ン
ド
慣
習
デ
ハ
イ
夫
ハ

支
那
流
義
デ
何
カ
碑
銘
ト
カ
夫
レ
ハ
出
所
ロ
ヲ
慥
カ
ニ
ス
ル
為
メ
デ
ア
ル
之
モ
私
ハ
果

シ
テ
実
家
ノ
氏
ヲ
何
時
モ
名
乗
ル
カ
疑
ヒ
マ
ス
ガ
乍
併
母
ハ
何
々
氏
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
書

タ
ノ
ハ
其
出
所
ロ
ト
何
処
カ
ラ
来
タ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
為
メ
サ
ウ
ス
ル
デ
ア

ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
夫
レ
ハ
ド
ウ
デ
モ
宜
シ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
日
本
デ
ハ
実
際
其
夫
ノ
氏

ヲ
名
乗
ツ
テ
居
リ
マ
ス

明
治
初
年
に
お
け
る
議
論
と
比
較
し
て
み
る
と
、
妻
の
氏
に
関
す
る
考
え
方
が
大
き
く

転
換
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
家
」
の
観
念
は
浸
透
し
て
、
最
早
、
妻
の
氏
に
つ
い
て

例
外
を
設
け
な
く
て
も
混
乱
を
生
ず
る
恐
れ
は
な
く
な
っ
た
。
生
家
の
氏
を
称
す
る
こ
と

が
我
が
国
古
来
の
慣
習
（
法
）
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
力
を
失
い
、
同
じ
「
家
」
に
属
す

る
者
は
同
じ
氏
を
称
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
、
夫
の
「
家
」
に
属
し
な
が
ら
生
家
の
氏
を

称
す
る
こ
と
は
不
都
合
で
あ
り
「
兎
モ
角
禁
ジ
タ
イ
」、
と
ま
で
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
同
戸
同
氏
の
原
則
が
貫
徹
す
る
。
明
治
民
法
の
施
行
に
よ
っ

て
夫
婦
同
氏
制
が
開
始
す
る
が
、
そ
れ
は
、
婚
姻
の
効
力
と
し
て
の
夫
婦
同
氏
で
は
な
く
、

「
家
」
の
氏
に
よ
る
統
一
の
結
果
と
し
て
の
夫
婦
同
氏
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
身
分
法
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
家
」
で
あ
っ
た
が
、
民
法
に
規

定
さ
れ
た
「
家
」
の
範
囲
は
、
具
体
的
に
は
戸
籍
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
民

法
制
定
当
時
、
既
に
、
戸
籍
上
の
「
家
」
と
現
実
の
生
活
共
同
体
と
の
乖
離
は
進
行
し
て

い
た
。
明
治
民
法
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
た
夫
権
は
、
そ
の
実
体
的
家
族
の
関
係
に
適
合

す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
。
夫
婦
財
産
関
係
の
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

明
治
民
法
は
、
妻
の
無
能
力
規
定
を
総
則
編
に
、
法
定
夫
婦
財
産
制
と
し
て
管
理
共
通

制
の
規
定
を
親
族
編
に
置
い
た
。
妻
の
無
能
力
と
は
、
妻
が
一
定
の
法
律
行
為
を
為
す
場

合
に
夫
の
許
可
を
必
要
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
管
理
共
通
制
と
は
、
妻
が
「
婚
姻
前
ヨ
リ

有
セ
ル
財
産
及
ヒ
婚
姻
中
自
己
ノ
名
ニ
於
テ
得
タ
ル
財
産
」
を
妻
の
特
有
財
産
と
認
め
つ
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第
一
草
案
に
お
い
て
は
、「
戸
主
」
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
現
実
の
生
活
共
同
体
に
お

い
て
は
夫
が
家
長
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
再
調
査
案
で
は
、
戸
主
が
「
一
家
ノ
長
」
で

あ
る
と
明
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
家
」
の
構
成
員
（
戸
主
及
び
家
族
）
は
す
べ
て
「
其
家

ノ
氏
」
を
称
す
る
。

再
調
査
案
に
お
け
る
「
普
通
婚
姻
」
は
、
妻
が
夫
の
「
家
」
に
入
り
夫
の
「
家
」
の
氏

を
称
す
る
婚
姻
で
あ
り
、「
入
夫
婚
姻
」
は
夫
が
妻
の
「
家
」
に
入
り
妻
の
「
家
」
の
氏
を

称
す
る
婚
姻
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
夫
婦
の
氏
は
、
再
調
査
案
に
お
い
て
、
夫
の
氏
に
よ

る
夫
婦
同
氏
制
か
ら
、「
家
」
の
氏
に
よ
る
夫
婦
同
氏
制
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

再
調
査
案
は
更
に
修
正
さ
れ
て
、「
元
老
院
提
出
案
」
）
41
（
　
　

が
成
立
し
た
。
そ
の
第
三
六

条
は
、
再
調
査
案
第
二
三
条
の
第
一
項
、
第
二
項
と
同
様
（
第
三
項
削
除
）、
第
三
五
〇
条

は
再
調
査
案
第
三
四
二
条
と
同
様
で
あ
る
。

３　

旧
民
法

元
老
院
提
出
案
は
、
元
老
院
で
の
審
議
の
後
、
さ
ら
に
枢
密
院
を
経
て
、
一
八
九
〇
（
明

治
二
三
）
年
一
〇
月
七
日
に
、
法
律
第
九
八
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
（
財
産
取
得
編
・
人

事
編
）。
い
わ
ゆ
る
旧
民
法
で
あ
る
）
42
（　

 

。

旧
民
法
に
は
、「
家
」
が
実
質
を
伴
っ
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
。
戸
主
は
「
一
家
ノ
長
」

と
定
め
ら
れ
、
家
族
に
対
す
る
戸
主
権
も
明
確
化
し
た
。
家
督
相
続
は
長
男
子
単
独
相
続

制
が
採
ら
れ
、
戸
主
に
財
産
が
集
中
し
た
。

ま
た
、
第
一
草
案
に
規
定
さ
れ
た
夫
権
は
、
旧
民
法
で
も
維
持
さ
れ
た
。
妻
の
従
順
義

務
は
、
明
文
規
定
こ
そ
削
除
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
故
に
妻
は
行
為
無
能
力
者
と
さ
れ
、

妻
の
財
産
に
対
す
る
管
理
権
も
夫
に
与
え
ら
れ
た
。
但
し
、「
家
」
の
実
質
化
に
伴
い
、
入

夫
婚
姻
の
場
合
に
婦
家
財
産
の
保
護
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
、
夫
権
と
の
調
整
が
図
ら
れ
て

い
る
）
43
（　

 

。

こ
の
よ
う
に
、
入
夫
婚
姻
の
存
在
を
前
提
と
し
た
規
定
が
み
ら
れ
る
が
、
婚
姻
を
二
種

に
分
類
定
義
す
る
規
定
は
民
法
か
ら
削
除
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
氏
に
関
す
る
規
定
は
「
婚

姻
」
の
章
か
ら
姿
を
消
し
た
。
氏
に
関
す
る
規
定
は
、
人
事
編
「
第
一
三
章　

戸
主
及
ヒ

家
族
」
冒
頭
の
、
次
の
条
文
に
一
本
化
さ
れ
る
。

第 

二
四
三
条　

戸
主
ト
ハ
一
家
ノ
長
ヲ
謂
ヒ
家
族
ト
ハ
戸
主
ノ
配
偶
者
及
ヒ
其
家
ニ
在

ル
親
族
、
姻
族
ヲ
謂
フ

　

戸
主
及
ヒ
家
族
ハ
其
家
ノ
氏
ヲ
称
ス

こ
う
し
て
、
妻
も
含
め
て
「
家
」
の
構
成
員
全
員
が
、
そ
の
属
す
る
「
家
」
の
氏
を
称

す
る
と
い
う
方
針
が
確
定
さ
れ
た
。

旧
民
法
は
、「
家
」
を
実
質
的
に
規
定
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
お
個
人
主
義
的
で
あ
る

と
の
批
判
や
、
法
に
よ
る
権
利
義
務
関
係
の
成
立
自
体
を
否
定
す
る
意
見
等
、
種
々
の
批

判
を
受
け
、
論
争
の
結
果
、
施
行
延
期
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
法
典
論
争
）。
そ
し
て
、

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
は
法
典
調
査
会
が
設
置
さ
れ
て
、
新
た
に
法
典
編
纂
作
業

が
開
始
し
た
。

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
四
月
二
七
日
、
法
律
第
八
九
号
に
よ
り
民
法
第
一
編
総
則
・

第
二
編
物
権
・
第
三
編
債
権
が
公
布
（
旧
民
法
中
財
産
編
・
財
産
取
得
編
・
債
権
担
保
編
・

証
拠
編
は
廃
止
）、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
六
月
二
一
日
、
法
律
第
九
号
に
よ
り
第
四

編
親
族
・
第
五
編
相
続
が
公
布
（
旧
民
法
中
財
産
取
得
編
・
人
事
編
は
廃
止
）
さ
れ
、
同

年
七
月
一
六
日
に
民
法
全
編
が
施
行
さ
れ
た
（
明
治
民
法
）。
こ
の
よ
う
に
、
旧
民
法
は
、

公
布
さ
れ
た
も
の
の
、
一
度
も
施
行
さ
れ
な
い
ま
ま
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

㈢
　
明
治
民
法

明
治
民
法
の
編
別
構
成
は
、
家
族
関
係
を
権
利
の
主
体
の
規
定
と
併
せ
て
人
事
編
に
、

相
続
関
係
を
財
産
取
得
編
に
規
定
し
た
旧
民
法
と
異
な
り
、
身
分
法
を
財
産
法
か
ら
独
立

し
た
二
編
と
す
る
構
成
を
採
る
も
の
で
あ
っ
た
）
44
（　

 

。

そ
し
て
、
旧
民
法
で
は
人
事
編
の
第
一
三
章
に
置
か
れ
て
い
た
「
戸
主
及
ヒ
家
族
」
の

章
を
親
族
編
第
二
章
（
第
一
章
は
総
則
な
の
で
、
実
質
上
冒
頭
）
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、「
家
」

を
身
分
法
の
中
核
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
し
か
も
、「
戸
主
ノ
変
更
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
旧
戸
主
及
ヒ
其
家
族
ハ
新
戸
主
ノ
家
族
ト
ス
」（
七
三
二
条
二
項
）
45
（　

）
と
、
戸
主
の

変
更
は
「
家
」
構
成
員
の
変
動
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
、
家
督
相
続
は
「
家
」

の
代
表
者
た
る
戸
主
の
交
代
に
過
ぎ
ず
、「
家
」
は
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
こ
と
を
示

し
た
）
46
（　

 

。

戸
主
の
地
位
と
財
産
は
一
体
で
あ
る
。
前
戸
主
の
一
身
に
専
属
す
る
も
の
を
除
き
、
前

戸
主
の
す
べ
て
の
権
利
義
務
が
家
督
相
続
の
対
象
と
な
り
、
単
独
相
続
）
47
（　

 

に
よ
り
新
戸
主

に
承
継
さ
れ
た（
九
八
六
条
）。
他
方
で
戸
主
は
、
家
族
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
負
う
。
ま
た
、

祭
祀
財
産
（
系
譜
、
祭
具
及
び
墳
墓
）
の
所
有
権
は
家
督
相
続
の
特
権
に
属
す
る
も
の
と
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局
が
設
置
さ
れ
、
大
木
喬
任
を
総
裁
と
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
指
導
の
下
に
、
改
め
て
民

法
典
編
纂
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

㈡
　
旧
民
法
編
纂
過
程

１　

第
一
草
案

一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
か
ら
進
め
ら
れ
た
編
纂
作
業
に
お
い
て
は
、
財
産
法
は
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
に
起
草
を
依
頼
す
る
が
、
身
分
法
は
日
本
の
風
俗
慣
習
に
基
づ
く
も
の
と
し

て
日
本
人
が
起
草
を
担
当
し
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
と
し
て
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）

年
一
〇
月
頃
迄
に
、
い
わ
ゆ
る
身
分
法
第
一
草
案
（
人
事
編
お
よ
び
獲
得
編
第
二
部
）
が

成
立
し
た
。

第
一
草
案
人
事
編
は
、
第
一
二
章
と
し
て
「
戸
主
及
ヒ
家
族
」
の
章
を
置
い
た
）
31
（　

 

。
第

三
九
二
条
は
、「
独
立
シ
テ
一
家
ヲ
成
ス
者
ヲ
戸
主
ト
為
（
す
）」
と
規
定
す
る
。
本
条
に

付
さ
れ
た
「
理
由
」
に
よ
れ
ば
、「
戸
主
ト
ハ
生
計
上
家
居
ノ
構
設
即
チ
一
世
帯
ヲ
統
括
ス

ル
ト
否
ト
ニ
拘
ラ
ス
独
立
シ
テ
一
ノ
姓
氏
ヲ
公
称
シ
戸
籍
ヲ
特
有
シ
眷
属
ヲ
董
督
シ
社
会

ニ
対
シ
其
家
ヲ
代
表
ス
ル
者
ヲ
云
」
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
「
一
家
」

は
、
現
実
の
家
族
共
同
体
で
は
な
く
、
戸
籍
上
の
「
家
」
で
あ
る
）
32
（　

 
。

し
か
し
、
草
案
は
、「
家
」
を
実
質
的
に
は
否
定
す
る
、
市
民
法
的
性
格
の
強
い
も
の
で

あ
っ
た
。
家
督
相
続
は
規
定
さ
れ
る
が
）
33
（　

、
家
督
相
続
人
以
外
の
者
に
も
、
其
家
所
属
の

特
権
以
外
の
財
産
に
つ
き
相
続
分
を
認
め
、
実
質
的
に
は
分
割
相
続
を
原
則
と
し
た
。
ま
た
、

家
族
に
対
す
る
戸
主
権
の
規
定
は
存
在
せ
ず
、
家
族
の
能
力
は
戸
主
に
よ
る
制
約
を
受
け
な
い
。

他
方
、
草
案
は
、
夫
婦
を
中
心
と
す
る
家
族
共
同
体
を
想
定
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
夫
ハ

婦
ヲ
保
護
シ
婦
ハ
夫
ニ
聴
順
ス
可
シ
」（
人
事
編
一
〇
〇
条
）
と
し
て
夫
権
の
原
則
が
立
て

ら
れ
、「
男
女
同
権
ノ
原
則
ハ
従
来
ノ
風
俗
ニ
反
対
シ
夫
権
ハ
婚
姻
ノ
基
本
ト
ス
ル
所
」
と

い
う
考
え
に
よ
り
、「
夫
ヲ
以
テ
家
長
ト
定
メ
」、「
夫
ニ
全
権
ヲ
与
ヘ
一
家
ノ
事
務
ヲ
整
理

セ
シ
ム
ル
」
）
34
（
　
　

も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
妻
の
無
能
力
（
人
事
編
一
〇
四
条
）
や
夫
に
よ

る
財
産
管
理
（
獲
得
編
一
八
六
二
条
、
一
八
六
八
条
）
等
、
夫
へ
の
財
産
的
権
限
の
集
中

な
ど
も
規
定
し
た
。
夫
を
家
長
と
定
め
夫
権
を
設
定
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
第
一

草
案
は
近
代
市
民
法
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
家
族
共
同
体
に
お
い
て
、
氏
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
人
事
編
第
四
章
婚
姻
の
「
前
置
条
例
」
に
次
の
規
定
が
あ
る
）
35
（　

 

。

第
三
八
条　

婚
姻
ニ
二
種
ア
リ
普
通
婚
姻
及
ヒ
特
例
婚
姻
ト
ス

　

  

婦
其
夫
ノ
氏
ヲ
称
シ
其
身
分
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
之
ヲ
普
通
婚
姻
ト
云
ヒ
反
対
ノ
場
合
ニ

於
テ
ハ
之
ヲ
特
例
婚
姻
ト
云
フ

　

  

特
例
婚
姻
ハ
双
方
ノ
明
瞭
ナ
ル
意
思
ニ
出
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
其
意
思
ニ
疑
ア
ル
ト
キ

ハ
普
通
婚
姻
ト
看
做
ス
（
第
四
項
略
）

「
理
由
」
は
、「
婚
姻
ヲ
二
種
に
区
別
ス
ル
ハ
我
国
ノ
慣
習
ニ
基
ツ
ク
モ
ノ
」
で
あ
る
と
し
、

「
身
分
ト
云
フ
ハ
華
士
族
平
民
ノ
別
ヲ
指
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
第
一
九
四
条
ニ
ハ
之
ヲ
族
称
ト
云

ヘ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
草
案
は
、
原
則
と
し
て
、
夫
の
氏
に
よ
る
夫
婦
同
氏
制
を
採
用
し
た
。

こ
こ
で
は
、「
家
」
の
氏
と
い
う
考
え
は
採
ら
れ
て
い
な
い
）
36
（　

 

。

第
一
草
案
は
、
全
国
の
裁
判
官
・
検
事
・
地
方
官
に
送
付
さ
れ
、
そ
の
意
見
が
求
め
ら

れ
た
。
そ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
て
、
草
案
の
市
民
法
的
な
性
格
は
大
き
く
後
退
し
、
戸
主

権
の
強
化
等
「
家
」
重
視
の
方
向
へ
修
正
が
為
さ
れ
て
い
っ
た
。

２　

第
一
草
案
の
修
正

第
一
草
案
に
対
す
る
諸
批
判
を
受
け
て
成
立
し
た
「
再
調
査
案
」
で
は
、
戸
主
の
家
族

に
対
す
る
身
分
統
制
権
が
規
定
さ
れ
、
長
男
子
単
独
相
続
の
徹
底
）
37
（　

 

に
よ
る
戸
主
へ
の
財

産
集
中
が
見
ら
れ
る
等
、「
家
」
が
実
質
を
伴
っ
て
法
規
定
上
に
現
れ
た
）
38
（　

 

。

「
民
法
草
案
人
事
編
再
調
査
案
」
に
お
い
て
、
氏
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か

み
て
み
よ
う
。「
第
三
章　

婚
姻
」
に
は
、
第
一
草
案
と
同
様
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
）
39
（　

。

第
二
三
条　

婚
姻
ニ
二
種
ア
リ
普
通
婚
姻
及
ヒ
入
夫
婚
姻
是
ナ
リ

　

  

婦
カ
夫
ノ
氏
ヲ
称
シ
其
身
分
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
之
ヲ
普
通
婚
姻
ト
謂
ヒ
夫
カ
婦
ノ
氏
ヲ

称
シ
其
身
分
ニ
従
フ
ト
キ
ハ
之
ヲ
入
夫
婚
姻
と
謂
フ

　
  

入
夫
婚
姻
ハ
双
方
ノ
明
示
ノ
意
思
ニ
出
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
若
シ
其
意
思
ヲ
明
示
セ
サ

ル
ト
キ
ハ
普
通
婚
姻
ト
看
做
ス

し
か
し
、
再
調
査
案
で
は
、「
家
」
の
氏
と
い
う
観
念
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
。「
第

一
二
章　

戸
主
及
ヒ
家
族
」
の
冒
頭
の
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
）
40
（　

第 

三
四
二
条　

戸
主
ト
ハ
一
家
ノ
長
ヲ
謂
ヒ
家
族
ト
ハ
戸
主
ノ
配
偶
者
及
ヒ
其
家
ニ
在

ル
親
族
ヲ
謂
フ

　

戸
主
及
家
族
ハ
其
家
ノ
氏
ヲ
称
ス

362
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分
家
は
本
家
の
氏
を
称
す
る
と
い
う
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
維
新
政
権
が
創
設
し
た
戸
籍
制
度
の
下
で
、
妻
は
婚
姻
に
よ
り
夫
の
「
家
」

に
入
る
と
し
な
が
ら
、
氏
に
つ
い
て
は
、「
慣
法
ニ
従
ヒ
」
生
家
の
氏
を
そ
の
ま
ま
用
い
る

こ
と
と
さ
れ
、
夫
婦
別
氏
制
が
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
は
、
維
新
政
府
の
政

策
に
よ
り
新
た
に
氏
を
設
け
た
平
民
に
も
適
用
さ
れ
、
民
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
変
更
さ

れ
な
か
っ
た
）
25
（　

 
。

２　

清
水
豊
子
（
紫
琴
）
の
別
氏
論

「
慣
法
ニ
従
ヒ
」「
用
ユ
可
キ
事
」
と
さ
れ
た
妻
の
「
所
生
ノ
氏
」
は
、
妻
の
出
自
を
示

す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
）
26
（　

 
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
清
水
豊
子
（
紫
琴
）
の
別
氏
論
は
、

現
代
的
な
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。『
女
学
雑
誌
』
二
四
二
号
（
明
治
二
三
年
）
に
掲
載
さ
れ

た
「
問
答
（
細
君
た
る
も
の
の
姓
氏
の
事
）」
を
見
て
み
よ
う
）
27
（　

 

。

「
お
よ
そ
夫
あ
る
の
婦
人
は
、
多
く
そ
の
夫
の
家
の
姓
を
、
用
ひ
お
る
様
に
侍
る
が
、
右

は
い
か
が
の
も
の
に
や
」
と
の
「
問
」
に
対
し
、
紫
琴
は
、「
理
論
上
よ
り
考
へ
候
て
も
、

実
際
の
上
よ
り
申
し
候
て
も
、
里
方
の
姓
を
称と

な

ふ
る
方
、
至
当
な
ら
む
と
存
じ
候
。」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
全
体
夫
婦
と
は
、
婦
人
が
男
子
に
帰
し
た
る
の
謂
ひ
に
は
あ

ら
ず
、
一
人
前
の
男
と
女
が
、
互
ひ
に
相
扶
け
、
相
拯す

く

ふ
の
目
的
を
も
て
、
一
つ
の
会
社

を
造
り
た
る
訳
の
も
の
な
れ
ば
、
い
づ
れ
が
主
、
何
れ
が
客
と
い
ふ
筈
の
も
の
に
は
候
は

ず
。
故
に
し
た
が
っ
て
、
夫
に
は
夫
の
姓
氏
あ
り
、
婦
に
は
婦
の
姓
氏
あ
る
は
、
も
と
よ

り
当あ

た
り
ま
へ然

の
事
に
候
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
な
る
べ
く
婦
を
夫
の
付
属
物
の

様
に
思
は
れ
ぬ
様
…
そ
の
お
里
方
の
姓
を
用
ひ
ら
れ
た
い
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。」
と
結
ん
で

い
る
。
紫
琴
の
別
氏
論
は
、
夫
妻
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
人
格
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固

有
の
氏
を
持
つ
、
と
い
う
考
え
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
問
答
」
に
よ
れ
ば
、
実
態
と
し
て
、
多
く
の
妻
が
夫
家
の
氏
を
用

い
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
戸
籍
制
度
に
基
づ
く
「
家
」
観
念
は
、
一
般
庶

民
の
間
に
も
浸
透
し
て
い
き
、
婚
姻
に
よ
り
生
家
か
ら
「
出
て
」
婚
家
に
「
入
る
」
と
い

う
考
え
方
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
氏
を
持
た
ず
、
そ
も
そ
も
「
所

生
ノ
氏
」
な
る
も
の
が
な
か
っ
た
平
民
に
と
っ
て
、
婚
姻
に
よ
り
夫
の
「
家
」
に
入
り
夫

の
「
家
」
の
家
族
に
な
れ
ば
、
夫
の
「
家
」
の
氏
を
名
乗
る
方
が
自
然
だ
と
考
え
ら
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
政
府
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
法
施
行
ま
で
妻
の
氏
に
関
す
る
政
策
を
変
更

し
な
か
っ
た
。

次
に
、
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
妻
の
氏
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
、
明
治
民
法
の

規
定
に
確
定
す
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

二
　
民
法
典
の
編
纂
と
夫
婦
の
氏

㈠
　
初
期
民
法
草
案

徳
川
幕
府
が
列
強
諸
国
と
の
間
に
締
結
し
た
不
平
等
条
約
を
承
継
し
た
維
新
政
府
に
と
っ

て
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
政
治
的
・
経
済
的
不
利
益
を
除
去
す
る
こ
と
は
、
直
面
す
る
最
大

の
課
題
で
あ
っ
た
）
28
（　

 

。
不
平
等
条
約
の
改
正
を
実
現
す
る
に
は
、
列
強
が
改
正
の
前
提
と

し
て
い
た
日
本
の
法
制
度
の
近
代
化
と
い
う
要
求
に
応
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
世

界
資
本
主
義
の
一
環
に
編
入
さ
れ
た
我
が
国
が
、
そ
の
資
本
主
義
的
後
進
性
を
取
り
戻
す

た
め
に
資
本
性
的
諸
関
係
の
構
築
を
上
か
ら
推
進
し
て
い
く
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
諸
関
係

を
規
律
す
る
法
の
整
備
が
緊
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
我
が
国
の
民
法
典
編
纂
は
、
西

欧
近
代
市
民
法
の
継
受
と
い
う
形
で
始
ま
っ
た
）
29
（　

 

。

民
法
典
編
纂
作
業
は
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
、
江
藤
新
平
が
太
政
官
制
度
局
に
民

法
会
議
を
設
置
し
、
箕
作
麟
祥
に
命
じ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
翻
訳
を
逐
条
審
議
す
る
、
と

い
う
形
で
開
始
し
た
。
一
八
七
一
年
の
「
民
法
決
議
」
か
ら
一
八
七
八
年
の
「
明
治
一
一

年
民
法
草
案
」
ま
で
、
い
く
つ
か
の
草
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
公
布
に
至
ら
ず

廃
案
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
初
期
の
諸
草
案
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
近
代
市
民
法

原
理
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
、
戸
籍
法
に
基
づ
く
戸
＝
「
家
」
の
原
理
を
導
入
し

よ
う
と
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
流
れ
の
交
錯
が
見
ら
れ
る
。

「
明
治
一
一
年
草
案
」
は
、「
性
法
」（
自
然
法
）
に
基
づ
き
夫
婦
父
子
間
の
権
利
義
務
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
基
本
思
想
に
従
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響
の
強
い
市
民
法
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
婦
の
氏
に
関
し
て
は
、
こ
の
草
案
の
第
一
八
八
条
に
、「
婦
ハ
夫
ノ

姓
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
」
と
の
規
定
が
あ
る
。
行
政
の
取
扱
い
と
は
異
な
っ
て
、
民
法
典
編
纂
過

程
に
お
い
て
は
、
当
初
か
ら
夫
婦
同
氏
制
（
夫
の
氏
に
よ
る
）
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
）
30
（　

。

明
治
一
一
年
草
案
は
、
市
民
法
的
な
性
格
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
、
一
八
七
九
（
明
治

一
二
）
年
に
は
廃
案
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
翌
八
〇
年
に
元
老
院
に
民
法
編
纂

363
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石
川
県
が
次
の
よ
う
に
内
務
省
に
伺
い
出
た
。

  
凡
ソ
婦
人
嫁
シ
テ
後
終
身
其
生
家
ノ
苗
字
ヲ
称
ス
ヘ
キ
儀
ニ
候
哉
又
ハ
夫
家
ノ
苗
名
ヲ

唱
ヘ
キ
儀
ニ
候
哉
相
伺
候
也
）
19
（

内
務
省
は
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
一
一
月
九
日
、
さ
ら
に
太
政
官
に
次
の
よ
う
に
伺
い
出
た
。

  

華
士
族
平
民
ニ
論
ナ
ク
凡
テ
婦
女
他
ノ
家
ニ
婚
嫁
シ
テ
後
ハ
終
身
其
婦
女
実
家
ノ
苗
字

ヲ
称
ス
可
キ
儀
ニ
候
哉
又
ハ
婦
女
ハ
総
テ
夫
ノ
身
分
ニ
従
フ
筈
ノ
モ
ノ
故
婚
嫁
シ
タ
ル

後
ハ
婿
養
子
同
一
ニ
看
做
シ
夫
家
ノ
苗
字
ヲ
終
身
称
ヘ
サ
セ
候
方
穏
当
ト
相
考
ヘ
候
ヘ

共
右
ハ
未
タ
成
例
コ
レ
ナ
キ
事
項
ニ
付
決
シ
兼
候
ニ
付
仰
上
裁
候
至
急
何
分
ノ
御
指
令

被
下
度
此
段
相
伺
候
也
）
20
（

内
務
省
は
、
女
性
は
結
婚
し
て
も
終
身
実
家
の
氏
を
称
す
べ
き
な
の
か
、
或
い
は
、
妻

は
夫
の
身
分
に
従
う
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
に
つ
い
て
も
婚
姻
後
は
夫
家
の
氏
を
称
え
さ
せ

る
の
が
穏
当
と
考
え
る
が
、
成
例
が
な
い
の
で
決
し
兼
ね
る
と
し
て
、
太
政
官
の
判
断
を

仰
い
で
い
る
。
こ
こ
で
、「
身
分
」
と
い
う
の
は
、
華
士
族
平
民
の
族
称
を
指
す
）
21
（　

。
華
士

族
平
民
相
互
の
婚
姻
は
、
一
八
七
一
年
一
〇
月
七
日
（
明
治
四
年
八
月
二
三
日
）
の
太
政

官
布
告
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
22
（　

 

。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
士
族
の
女
性
と
平

民
の
男
性
と
の
結
婚
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
場
合
、
族
称
は
夫
の
族
称
に
従
い
平
民
と
な

る
。
こ
れ
は
、
戸
籍
法
に
よ
る
「
家
」
の
出
入
の
捉
え
方
に
も
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、

婚
姻
に
よ
り
平
民
の
「
家
」
に
入﹅

る﹅

こ
と
に
よ
り
平
民
と
な
る
。
氏
に
つ
い
て
も
、
夫
の

「
家
」
に
入﹅

る﹅

こ
と
に
よ
り
夫
の
「
家
」
の
氏
を
称
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
内
務
省
は
、
そ
れ
が
「
穏
当
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
内
務
省
伺
に
対
す
る
、

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
三
月
一
七
日
太
政
官
指
令
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

伺
ノ
趣
婦
女
人
ニ
嫁
ス
ル
モ
仍
ホ
所
生
ノ
氏
ヲ
用
ユ
可
キ
事

　

但
夫
ノ
家
ヲ
相
続
シ
タ
ル
上
ハ
夫
家
ノ
氏
ヲ
称
ス
ヘ
キ
事
）
20
（

妻
は
「
所
生
ノ
氏
」
す
な
わ
ち
、
生
家
の
氏
を
用
い
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
太

政
官
が
指
令
す
る
に
あ
た
り
参
考
に
し
た
法
制
局
議
案
を
挙
げ
よ
う
。

  

別
紙
内
務
省
伺
婦
女
姓
氏
ノ
儀
審
案
候
処
婦
女
人
ニ
嫁
シ
タ
ル
者
夫
家
ノ
苗
字
ヲ
称
ス

ル
事
不
可
ナ
ル
者
三
ツ
ア
リ

  

第
一　

妻
ハ
夫
ノ
身
分
ニ
従
フ
ヲ
以
テ
夫
ノ
姓
ヲ
冒
サ
シ
ム
ヘ
シ
ト
云
ハ
是
レ
姓
氏
ト

身
分
ト
ヲ
混
合
ス
ル
ナ
リ

  

第
二　

皇
后
藤
原
氏
ナ
ラ
ン
ニ
皇
后
ヲ
王
氏
ト
ス
ル
ハ
甚
タ
不
可
ナ
リ
皇
后
ヲ
皇
族
部

中
ニ
入
ル
ヽ
ハ
王
氏
タ
ル
ヲ
以
テ
ノ
故
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
皇
后
タ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ

  

第
三　

今
ニ
シ
テ
俄
カ
ニ
妻
ハ
夫
ノ
姓
ニ
従
フ
ト
ス
レ
ハ
歴
史
ノ
沿
革
実
ニ
小
事
ニ
ア

ラ
ス
例
ヘ
ハ
何
々
天
皇
ハ
何
々
天
皇
ノ
第
幾
子
母
ハ
皇
后
〔
王
〕
氏
ト
署
セ
ン
ト
ス
ル

歟

  

帰
ス
ル
処
今
別
ニ
此
制
ヲ
立
テ
ン
ト
欲
ス
ル
ヲ
以
テ
一
ノ
大
困
難
ヲ
醸
ス
ナ
リ
右
等
ハ

都
テ
慣
法
ニ
従
ヒ
別
ニ
制
ヲ
設
ケ
サ
ル
方
可
然
歟
因
テ
御
指
令
案
左
ニ
仰
高
裁
候
也
）
20
（

妻
が
夫
の
身
分
に
従
う
か
ら
と
い
っ
て
、
氏
ま
で
夫
の
氏
を
用
い
さ
せ
る
の
は
、「
姓
氏
」

と
「
身
分
」
を
「
混
合
」
し
た
考
え
方
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
資
料
か
ら
は
、「
我
が
国
に

お
い
て
、
妻
が
夫
家
の
氏
を
称
す
る
慣
習
は
な
く
、
妻
は
（
皇
后
も
）
生
家
の
氏
を
終
身

用
い
て
き
た
」
と
い
う
認
識
が
法
制
局
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
妻
が
夫
家
の

氏
を
称
す
る
な
ど
、
未
だ
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
驚
き
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
今
急
に
制
度
を
変
え
て
、
夫
家
の
氏
を
称
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
と
大
困
難
を

生
じ
る
の
で
、
慣
習
法
に
従
う
（
す
な
わ
ち
、
生
家
の
氏
を
称
す
る
）
の
が
良
い
、
と
し

た
の
で
あ
る
。

内
務
省
は
、
太
政
官
指
令
を
受
け
て
、
同
年
四
月
七
日
、
石
川
県
に
対
し
て
太
政
官
指

令
と
同
文
の
指
令
を
出
し
た
）
19
（　

 

。

戸
籍
制
度
を
遂
行
し
て
い
く
上
で
の
原
則
は
、
同
戸
異
姓
の
禁
止
す
な
わ
ち
、「
一
つ
の

『
家
』
に
は
一
つ
の
氏
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
則
は
、
妻
の
氏
と
い

う
大
き
な
「
例
外
」
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
23
（　

 

。

他
方
、
妻
の
氏
に
つ
い
て
は
、「
所
生
ノ
氏
」
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
二
つ
の
例
外
が
示

さ
れ
た
。
一
つ
は
、
妻
が
夫
の
「
家
」
を
相
続
し
た
場
合
）
24
（　

 

、「
所
生
ノ
氏
」
で
は
な
く

「
夫
家
ノ
氏
」
を
称
す
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
上
記
明
治
九
年
三
月
一
七
日
太
政
官
指

令
但
書
）。
妻
が
「
夫
家
」
を
相
続
し
て
戸
主
＝
「
夫
家
」
の
代
表
者
と
な
り
な
が
ら
、「
夫

家
ノ
氏
」
と
は
異
な
る
「
所
生
ノ
氏
」
を
称
し
て
い
た
の
で
は
、
氏
が
「
家
」
を
識
別
す

る
機
能
を
果
た
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
妻
が
夫
の
家
か
ら
分
家
し
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
も
、「
所
生
ノ
氏
」

で
は
な
く
、「
夫
家
ノ
氏
」
を
称
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
二

月
二
二
日
、
和
歌
山
県
が
「
乙
家
戸
主
ノ
母
（
甲
家
ヨ
リ
婚
家
ス
ル
モ
ノ
）」
が
分
家
す
る

場
合
の
氏
を
伺
い
出
た
の
に
対
し
、
同
年
五
月
一
一
日
、
内
務
省
は
「
乙
家
ヨ
リ
分
家
ス

ル
モ
ノ
ハ
猶
乙
家
ノ
氏
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
」
と
指
令
し
て
い
る
（
資
料
・
先
一
六
〇
二
）。
こ
れ
は
、
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出
さ
れ
た
（
資
料
・
先
六
五
二
）。

 

四
民
一
般
苗
字
相
用
候
様
兼
テ
御
達
相
成
候
処
僻
遠
ノ
小
民
ニ
至
候
テ
ハ
現
今
尚
苗
字

無
之
者
モ
有
之
兵
籍
上
取
調
方
ニ
於
テ
甚
差
支
候
条
右
等
ノ
モ
ノ
無
之
様
更
御
達
相
成

度
依
テ
別
紙
御
布
告
按
相
添
此
段
相
伺
候
也

今
な
お
氏
の
無
い
者
が
い
る
こ
と
は
、
兵
籍
確
定
に
甚
だ
支
障
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

太
政
官
は
こ
れ
を
受
け
て
、「
平
民
苗
字
被
差
許
候
旨
明
治
三
年
九
月
布
告
候
処
自
今
必
苗

字
相
唱
可
申
尤
祖
先
以
来
苗
字
不
分
明
ノ
向
ハ
新
タ
ニ
苗
字
ヲ
設
ケ
候
様
可
致
此
旨
布
告

候
事
」
と
の
布
告
を
発
し
（
明
治
八
年
二
月
一
三
日
太
政
官
第
二
二
号
布
告
。
資
料
・
法

五
〇
四
）、
陸
軍
省
に
対
し
て
は
、
同
日
、「
伺
ノ
趣
第
二
二
号
ヲ
以
布
告
候
事
」
と
指
令
し
た
。

こ
う
し
て
、
平
民
へ
の
氏
の
「
許
可
」
は
「
強
制
」
に
転
じ
、
臣
民
一
般
が
必
ず
氏
を

称
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
氏
は
、
個
人
の
呼
称
で
は
な
く
、「
家
」
の
呼
称
で
あ
る

こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
無
い
。

㈣
　
同
戸
異
姓
の
禁
止

「
家
」
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
は
、
複
数
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
家
」
と
氏
は
一
対

一
に
対
応
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
五
月
一
日
新
潟
県
伺
と
、

そ
れ
に
対
す
る
同
月
九
日
内
務
省
指
令
を
挙
げ
よ
う
（
資
料
・
先
一
一
二
二
）。

　
　
　

新
潟
県
伺

  

当
県
越
後
国
蒲
原
郡
新
潟
町
平
民
真
宗
正
福
寺
住
職
笠
原
圓
存
弟
当
時
岡
山
県
中
属
岳

謙
議
実
家
苗
氏
ト
異
称
ノ
件
ニ
付
別
紙
写
ノ
通
伺
出
右
ハ
謙
申
立
ノ
通
実
家
ニ
テ
ハ
後

日
相
設
候
苗
氏
ニ
付
仮
令
同
戸
異
称
ニ
テ
モ
双
方
其
儘
ニ
テ
不
苦
哉
相
伺
候
也

　
　
　
　

別
紙

　

  

私
儀
明
治
元
年
戊
辰
ノ
年
医
術
修
行
ノ
為
メ
京
都
ヘ
罷
越
元
殿
医
山
科
能
登
介
門
弟

ニ
相
成
候
砌
ヨ
リ
岳
ト
相
称
シ
来
候
処
実
家
ニ
テ
ハ
明
治
五
年
九
月
第
貳
百
六
拾
五

号
ノ
御
布
告
ニ
拠
リ
新
ニ
苗
氏
ヲ
笠
原
ト
相
称
シ
私
苗
字
実
家
ト
相
違
致
候
得
共
実

家
未
タ
苗
字
相
設
ケ
サ
ル
以
前
岳
ト
唱
ヘ
履
歴
書
等
ニ
モ
記
載
差
出
置
候
儀
ニ
付
従

前
ノ
通
岳
ト
相
称
不
苦
候
哉
此
段
奉
伺
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　

新
潟
県
下
新
潟
八
番
町
正
福
寺
住
職
笠
原
圓
存
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
中
属　

岳　
　
　

謙

　

明
治
九
年
四
月
五
日

　
　
　

新
潟
県
令　

永
山
盛
輝
殿

　
　
　

内
務
省
指
令

書
面
ノ
趣
同
戸
異
姓
ハ
不
相
成
儀
ニ
候
條
一
姓
ニ
可
引
直
候
事

す
な
わ
ち
、
戸
主
の
弟
が
、
医
術
修
行
の
た
め
京
都
に
行
き
、
明
治
元
年
以
来
「
岳
」

と
称
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
実
家
が
明
治
五
年
の
布
告
）
17
（　

 

に
従
っ
て
氏
を
「
笠
原
」
と
定
め

た
た
め
、
異
称
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
新
潟
県
は
、
実
家
の
方
が
後
で
氏
を
定
め
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
双
方
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
よ
い
か
と
伺
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
、
内

務
省
は
、
同
戸
異
性
を
禁
じ
、
氏
の
統
一
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
誰
の
氏
に
統
一
す
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
で
は
単
に
「
一
姓
ニ
可
引
直
候
事
」
と

命
じ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
一
月
九
日
滋
賀
県
伺
に
対
す
る

同
年
二
月
九
日
内
務
省
指
令
は
、
家
族
が
戸
主
と
氏
を
異
に
す
る
場
合
に
は
、
戸
主
の
氏

に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
明
言
し
た
）
18
（　

 

。
さ
ら
に
、
同
月
一
二
日
に
も
、
福
島
県
伺
（
明

治
九
年
一
二
月
二
八
日
）
に
対
し
、
同
様
の
内
務
省
指
令
（
戸
主
タ
ル
者
ノ
姓
ニ
為
復
候

儀
ト
可
相
心
得
事
）
が
出
さ
れ
て
い
る
（
資
料
・
先
一
二
八
四
）。

以
上
の
よ
う
に
、
全
国
民
を
「
戸
」
＝
「
家
」
を
単
位
と
し
て
掌
握
し
よ
う
と
し
た
政
府
は
、

①
全
て
の
「
戸
」
＝
「
家
」
が
そ
れ
を
表
す
「
氏
」
を
持
つ
こ
と
、
②
一
旦
定
め
た
氏
は

変
更
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
③
一
つ
の
「
家
」
に
は
一
つ
の
「
氏
」
が
対
応

す
べ
き
で
あ
り
、
万
一
複
数
の
氏
が
存
在
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
戸
主
の
氏
に

統
一
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
氏
」
に
対
す
る
政
策
の
中
で
、
妻
の
氏
は
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
妻
の
氏
に
関
す
る
政
策
を
見
て
い
こ
う
。

㈤
　
妻
の
氏

１　
「
所
生
ノ
氏
」
の
強
制

戸
籍
法
に
お
い
て
は
、
身
分
関
係
の
変
動
は
「
戸
」
＝
「
家
」
へ
の
「
出
入
」
と
捉
え

ら
れ
た
。
従
っ
て
、
妻
は
婚
姻
に
よ
っ
て
、
生
家
を
出
て
婚
家
＝
夫
の
「
家
」
に
入
る
（
婿

養
子
縁
組
と
入
夫
婚
姻
の
場
合
は
、
夫
が
妻
の
「
家
」
に
入
る
）。
妻
は
夫
と
同
じ
「
家
」

に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
一
つ
の
『
家
』
に
は
一
つ
の
氏
」
の
原
則
に
従
っ
て
、
夫
家

の
氏
を
称
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
、
一
八
七
七
（
明
治
八
）
年
五
月
九
日
、
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し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。「
家
」
の
枠
組
み
は
維
持
さ
れ
、
家
族
員
の
変
動
は
「
家
」
の
変
動

を
も
た
ら
さ
な
い
。
戸
主
の
交
替
＝
家
督
相
続
の
場
合
は
新
戸
籍
が
編
製
さ
れ
る
が
、
新

戸
籍
は
前
戸
籍
の
上
に
貼
付
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
家
」
の
永
続
性
は
維
持
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
、「
家
」
の
永
続
性
、
系
譜
観
念
が
、
戸
籍
制
度
を
通
じ
て
浸
透
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。

戸
籍
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
「
家
」
は
、
人
民
を
掌
握
・
統
制
す
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
、

維
新
政
府
が
展
開
し
て
い
く
諸
政
策
の
基
本
単
位
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
）
10
（　

 

。

政
府
が
「
家
」（
平
準
化
・
規
格
化
さ
れ
た
「
家
」）を
単
位
と
し
て
人
民
掌
握
を
行
う
と
き
、

個
々
の
「
家
」
を
識
別
す
る
記
号
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
役
割
を
担
う
の
が
氏
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
戸
籍
法
制
定
前
年
（
一
八
七
〇
）
の
、
平
民
に
対
す
る
氏
の
許
可
は
、

正
に
、
戸
籍
法
施
行
の
前
提
条
件
を
用
意
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

政
府
は
、
さ
ら
に
、「
家
」
の
表
象
と
し
て
の
氏
の
機
能
を
強
固
に
す
る
た
め
の
政
策
を

展
開
し
て
い
く
。
以
下
、
そ
の
展
開
過
程
を
見
て
い
こ
う
。

㈡
　
氏
の
固
定

「
家
」
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
は
、
変
動
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
八
七
二
年
九
月
二
六

日
（
明
治
五
年
八
月
二
四
日
）
太
政
官
第
二
三
五
号
布
告
（
資
料
・
法
三
二
四
）
は
、
次

の
よ
う
に
、
改
氏
の
原
則
禁
止
を
打
ち
出
し
た
。

華
族
ヨ
リ
平
民
ニ
至
ル
迄
自
今
苗
字
名
並
屋
号
共
改
称
不
相
成
候
事

　

但
同
苗
同
名
ニ
テ
無
余
儀
差
支
有
之
者
ハ
管
轄
庁
ヘ
可
願
出
事

氏
名
の
国
家
管
理
の
始
ま
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
一
月
二
七
日
太
政
官
第
五
号
布
告
（
資
料
・
法

五
八
一
）
に
よ
っ
て
、
氏
の
固
定
が
強
化
さ
れ
る
）
11
（　

 

。
明
治
五
年
太
政
官
第
二
三
五
号
布

告
の
但
書
は
、「
同
苗
同
名
」
の
場
合
に
「
改
氏
」
で
き
る
可
能
性
を
残
し
て
い
た
。
し
か
し
、

九
年
布
告
は
、
五
年
布
告
の
但
書
を
「
但
同
苗
同
名
等
無
余
儀
差
支
有
之
者
ハ
管
轄
庁
ヘ

改﹅

﹅名
可
願
出
事
」（
傍
点
は
近
藤
）
と
改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
姓
同
名
等
の
場
合
の
「
改

氏
」
の
可
能
性
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
）
12
（　

 

。

氏
の
固
定
は
、
分
家
の
氏
の
規
制
に
も
繋
が
る
。
分
家
は
本
家
の
氏
を
用
い
る
べ
き
で

あ
り
、
新
し
い
氏
を
設
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
二
月

二
七
日
太
政
官
裁
令
は
、
大
蔵
省
伺
に
対
し
て
、
こ
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
）
13
（　

 

。
ど
の

「
家
」
か
ら
分
か
れ
た
の
か
、
本
家
と
の
繋
が
り
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
内
務
省
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
三
月
二
四
日
、
由
緒
、
営

業
上
等
種
々
の
事
情
に
よ
り
別
称
を
要
す
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
分
家
は
新
た
な
一
家
を

興
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
新
た
な
氏
を
設
け
る
こ
と
を
許
可
し
た
い
と
の
伺
を
、
太
政
官

に
提
出
し
た
。
こ
の
伺
を
検
討
し
た
法
制
部
は
、
新
し
い
氏
を
設
け
る
こ
と
は
「
其
実
ハ

改
姓
ニ
ツ
キ
」
明
治
五
年
太
政
官
第
二
三
五
号
布
告
に
抵
触
す
る
の
で
認
め
ら
れ
な
い
と

述
べ
て
い
る
。
分
家
が
新
た
な
氏
を
設
け
る
こ
と
も
、
本
家
の
氏
か
ら
の
「
変
更
」
と
捉
え
、

氏
の
変
更
は
あ
く
ま
で
も
禁
止
す
べ
き
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
太
政

官
は
、
同
年
四
月
一
四
日
、
明
治
六
年
裁
令
の
方
針
を
維
持
す
る
旨
、
内
務
省
に
指
令
し

た
）
13
（　

 

。

㈢
　
氏
の
強
制

す
べ
て
の
「
家
」
が
氏
を
確
定
す
る
こ
と
が
、
人
民
よ
り
「
政
府
」
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ

た
こ
と
は
、「
氏
の
強
制
」
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

明
治
三
年
に
平
民
に
対
す
る
氏
使
用
許
可
の
布
告
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
政
府
の
思
惑

に
反
し
、
直
ち
に
す
べ
て
の
平
民
が
氏
を
定
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
三
年
の
布

告
が
差
別
撤
廃
・
四
民
平
等
の
た
め
で
、
単
に
従
来
の
禁
止
を
解
く
も
の
で
あ
る
な
ら
、

氏
の
使
用
は
自
由
に
任
せ
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
を
持
た
な
い
者
が
い
る
こ
と
は
、

近
代
国
家
の
形
成
を
目
指
し
て
新
た
な
諸
政
策
を
展
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
政
府
に
と
っ
て
、

甚
だ
不
都
合
で
あ
っ
た
。
明
治
八
年
、
政
府
は
、
氏
の
強
制
を
打
ち
出
す
。
直
接
の
契
機
は
、

徴
兵
制
度
の
遂
行
に
関
わ
る
、
陸
軍
省
伺
で
あ
る
。

維
新
政
府
に
と
っ
て
、
中
央
集
権
的
国
家
建
設
の
為
に
は
、
近
代
的
装
備
・
編
制
に
よ

る
統
一
国
軍
の
創
設
が
急
務
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
そ
の
兵
員
資
源
を
、
武
士
階
級
で
は

な
く
、
一
般
人
民
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
一
八
七
二
年
一
二
月
二
八
日
（
明
治
五
年
一
一

月
二
八
日
）
の
「
徴
兵
告
諭
」
は
、「
士
ハ
従
前
ノ
士
ニ
非
ス
民
ハ
従
前
ノ
民
ニ
非
ス
均
シ

ク　

皇
国
一
般
ノ
民
ニ
シ
テ
国
ニ
報
ス
ル
ノ
道
モ
固
ヨ
リ
其
別
ナ
カ
ル
ヘ
シ
」
と
説
き
、「
全

国
四
民
男
児
二
十
歳
ニ
至
ル
者
ハ
悉
ク
兵
籍
ニ
編
入
」
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
た
）
14
（　

 

。
こ

の
「
皇
国
一
般
ノ
民
」
は
、
戸
籍
法
に
お
け
る
「
臣
民
一
般
」
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ

る
）
15
（　

 

。
続
い
て
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
一
〇
日
、「
徴
兵
令
」
が
制
定
さ
れ
、
徴

兵
制
度
が
開
始
し
た
。
政
府
が
徴
兵
制
実
施
の
足
場
と
し
た
の
は
、「
家
」
で
あ
る
）
16
（　

 

。

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
一
月
一
四
日
、
陸
軍
省
か
ら
次
の
よ
う
な
伺
が
太
政
官
に
提
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一
　
明
治
初
年
の
氏

㈠
　
平
民
に
対
す
る
氏
の
許
可

一
八
六
八
年
一
月
三
日
（
慶
応
三
年
一
二
月
九
日
）
王
政
復
古
の
大
号
令
が
発
せ
ら
れ
て
、

徳
川
幕
府
は
廃
止
さ
れ
、
政
権
は
朝
廷
に
移
っ
た
。
維
新
政
府
は
、
封
建
的
支
配
機
構
を

解
体
さ
せ
新
た
に
中
央
集
権
的
な
統
治
機
構
を
構
築
し
て
い
く
一
方
、
士
農
工
商
の
四
民

解
放
や
、
武
士
に
与
え
ら
れ
た
諸
特
権
の
廃
止
等
、
封
建
的
身
分
の
解
放
を
押
し
進
め
て
い
っ

た（
２
）

　

 

。
ま
ず
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
、
平
民
に
対
し
て
氏
使
用
許
可
の
布
告
が
発
布

さ
れ
る
。

幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
、
氏
は
身
分
的
特
権
を
表
し
、
権
力
が
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
氏
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
貴
族
・
武
士
で
あ
り
、
農
工
商
身
分
は
、

特
別
に
苗
字
帯
刀
が
許
可
さ
れ
た
者
を
除
き
、
氏
の
使
用
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
維
新
政

府
は
、
当
初
、
庶
民
へ
の
氏
許
可
権
が
幕
府
か
ら
新
政
府
に
移
っ
た
こ
と
を
宣
言
し
、
庶

民
の
氏
私
称
を
禁
止
す
る
政
策
を
採
っ
た
が（
３
）

　

 
、
一
八
七
〇
年
一
〇
月
一
三
日
（
明
治
三

年
九
月
一
九
日
）、
太
政
官
布
告
「
自
今
平
民
苗
氏
被
差
許
候
事
」（
４
）

　
　

を
制
定
し
て
平
民

に
対
し
て
氏
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
し
、
武
士
・
庶
民
間
の
差
別
を
撤
廃
す
る
方
向
に
一

歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る（
５
）

　

 

。

す
な
わ
ち
、
こ
の
布
告
は
、
第
一
に
、
当
時
の
封
建
的
身
分
解
放
政
策
の
一
環
と
し
て

の
意
義
を
持
つ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
布
告
が
持
つ
意
味
は
、

こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
平
民
へ
の
氏
の
許
可
は
、
第
二
に
、
戸
籍
法
施
行
の
前
提
条
件
を

用
意
し
た
と
い
う
意
味
も
持
つ
の
で
あ
る（
６
）

　

 

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
戸
籍
法
の
概
略
を
み
て
い
こ
う
。

維
新
政
府
は
、
成
立
後
直
ち
に
人
民
を
直
接
把
握
す
る
施
策
を
展
開
し
た
。
ま
ず
、

一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
に
、
当
時
政
権
の
所
在
地
で
あ
っ
た
京
都
府
に
お
い
て
、
京
都

府
戸
籍
仕
法
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
、
族
属
別
（
身
分
別
）
戸
籍
で
あ
り
、
幕
藩
体
制
下

に
お
け
る
身
分
別
人
民
掌
握
方
式
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
は
翌
年
「
府
県
施

政
順
序
」（
資
料
・
法
六
五
）
に
お
い
て
、
当
時
政
府
の
直
轄
地
で
あ
っ
た
府
県
一
般
に
対

し
同
法
の
施
行
を
命
じ
、
民
部
官
達
（
資
料
・
法
七
九
）
に
よ
り
、
各
府
県
に
京
都
府
の

戸
籍
仕
法
書
を
頒
布
し
た
。

さ
ら
に
政
府
は
全
国
的
な
戸
籍
の
編
製
を
目
指
し
、
廃
藩
置
県
直
前
の
一
八
七
一
年
五

月
二
二
日
（
明
治
四
年
四
月
四
日
）、
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
、
藩
を
も
含
む
全
国
に
施
行

さ
れ
る
べ
き
「
戸
籍
法
」（
資
料
・
法
一
九
七
）
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
、
全
国
民
を
現
実

の
共
同
生
活
単
位
で
あ
る
「
戸
」
に
基
づ
い
て
、
政
府
が
直
接
、
一
元
的
に
、
把
握
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
法
で
あ
る
。
戸
籍
の
編
製
は
、
翌
七
二
年
三
月
九
日
（
明
治
五
年
二
月

一
日
）
か
ら
始
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
明
治
四
年
戸
籍
法
に
よ
る
戸
籍
は
、

編
製
の
年
の
干
支
を
と
っ
て
、
壬
申
戸
籍
と
呼
ば
れ
る
。

戸
籍
法
は
、
身
分
別
編
製
を
廃
し
て
住
居
地
に
基
づ
く
編
製
方
式
を
採
用
し
た
。
こ
の

方
式
は
、
身
分
制
を
否
定
し
て
、「
臣
民
一
般
（
華
族
士
族
卒
祠
官
僧
侶
平
民
迄
）」
を
「
戸
」

に
基
づ
い
て
漏
れ
な
く
掌
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
民
は
、
華
士
族
平
民
の
区

別
な
く
、
す
べ
て
同
一
形
式
の
戸
籍
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
穢
多
非
人
は
「
臣

民
一
般
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
が
）
7
（　

 

、
政
府
は
一
八
七
一
年
一
〇
月
一
二
日
（
明
治
四

年
八
月
二
八
日
）、
二
つ
の
太
政
官
布
告
（
賤
民
廃
止
令
）
を
制
定
し
、
彼
ら
を
「
平
民
同
様
」

と
し
「
一
般
民
籍
ニ
編
入
」
す
る
よ
う
命
じ
た
）
8
（　

 

。
こ
れ
に
よ
り
、
戸
籍
編
製
が
始
ま
る

翌
壬
申
の
年
迄
に
は
、
ま
さ
に
全
国
民
を
掌
握
す
る
準
備
が
完
了
し
た
。

ま
た
、
同
法
は
、
戸
籍
編
製
・
管
理
の
地
域
単
位
を
区
と
し
、
各
区
に
戸
籍
取
扱
い
の

吏
員
と
し
て
戸
長
、
副
戸
長
を
お
い
た
。
そ
し
て
、
戸
長
よ
り
管
轄
庁
へ
、
さ
ら
に
管
轄

庁
よ
り
太
政
官
へ
報
告
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
が
全
国
の
「
戸
」
を
掌
握
す
る
方
式

を
設
定
し
た
。

戸
籍
に
は
、
現
実
の
居
住
関
係
を
正
確
に
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
戸
籍

法
は
、
六
年
毎
の
戸
籍
改
製
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
・
養
子
縁
組
等
、

身
分
関
係
の
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
届
け
出
る
べ
き
こ
と
と
し
た
。
し

か
し
六
年
毎
の
改
製
は
結
局
実
行
さ
れ
ず
）
9
（　

 

、
変
動
の
把
握
は
届
出
に
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
。

戸
籍
は
、
単
に
「
戸
」
の
構
成
員
を
表
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
家
族
秩
序
を
強
制
す
る

役
割
も
果
た
し
た
。
戸
籍
法
は
、「
戸
籍
同
戸
列
次
ノ
順
」
と
い
う
書
式
を
定
め
、「
戸
」

の
構
成
員
を
、
戸
主
を
筆
頭
に
、
戸
主
の
直
系
尊
属
・
配
偶
者
・
直
系
卑
属
・
兄
弟
姉
妹
・

そ
の
他
の
傍
系
親
と
い
う
一
定
の
順
序
で
記
載
す
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
書

式
ハ
臣
民
ト
モ
体
裁
一
」（
第
三
三
則
）
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
戸
籍
の
編
製
を
通
じ
て
、

戸
主
を
頂
点
と
し
、
尊
卑
・
長
幼
・
男
女
の
序
列
に
基
づ
く
家
族
秩
序
が
、
臣
民
一
般
に

共
通
の
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
「
戸
」
＝
「
家
」
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

婚
姻
や
養
子
縁
組
等
、
身
分
関
係
の
変
動
は
、
単
に
戸
籍
の
加
除
や
「
家
」
の
出
入
と
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一

目
　
次

は
じ
め
に

一　

明
治
初
年
の
氏

二　

民
法
典
の
編
纂
と
夫
婦
の
氏
（
以
上
本
巻
）

三　

戦
後
の
民
法
改
正
と
夫
婦
の
氏

お
わ
り
に

は
じ
め
に

現
行
民
法
第
七
五
〇
条
は
、「
夫
婦
は
、
婚
姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
夫
又
は

妻
の
氏
を
称
す
る
。」
と
規
定
し
、「
夫
婦
同
氏
制
」
を
採
用
し
て
い
る
。

ま
ず
、
夫
の
氏
又
は
妻
の
氏
の
ど
ち
ら
を
婚
氏
＝
夫
婦
の
氏
と
す
る
か
は
、
当
事
者
の

選
択
に
任
さ
れ
て
い
る
。
規
定
上
は
ど
ち
ら
に
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
現
実
に
は
、
約

九
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
夫
婦
が
夫
の
氏
を
選
択
し
て
い
る（
１
）

　

 

。
夫
の
氏
を
婚
氏
と
す
る
の
は

当
然
と
い
う
意
識
は
根
強
い
。
ま
た
、
七
五
〇
条
は
、
単
に
婚
氏
の
決
定
に
つ
い
て
定
め

て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
妻
の
氏
の
選
択
を
、「
養
子
」
と
混
同
し
て
捉
え
る
意
識
も
根
強
い
。

こ
の
よ
う
な
意
識
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

他
方
、
こ
の
規
定
は
、
夫
婦
同
氏
を
「
強
制
」
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各

自
が
そ
れ
ぞ
れ
婚
姻
前
の
氏
を
使
い
続
け
る
こ
と
は
認
め
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
か
の
氏
を

選
択
し
な
け
れ
ば
（
＝
氏
を
統
一
し
な
け
れ
ば
）、
婚
姻
届
は
受
理
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

同
氏
「
強
制
」
は
、
配
偶
者
の
一
方（
現
実
に
は
、
殆
ど
が
妻
）が
氏
を
変
更
す
る
こ
と
を
「
強

制
」
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
不
都
合
と
す
る
夫
婦
が
、
次
第
に
増
加
し

て
き
た
。

一
九
九
六
年
（
平
成
八
）、
法
制
審
議
会
は
、
同
氏
・
別
氏
を
選
択
で
き
る
選

択
的
夫
婦
別
氏
制
を
含
む
民
法
改
正
要
綱
を
と
り
ま
と
め
、
法
務
大
臣
に
答
申
を

行
っ
た
。
夫
婦
双
方
が
婚
姻
前
の
氏
を
維
持
し
た
ま
ま
法
律
婚
が
で
き
る
よ
う
に

し
て
欲
し
い
と
い
う
声
の
増
大
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
別
氏
制
導
入

に
対
す
る
一
部
議
員
の
強
い
反
対
に
よ
り
、
改
正
法
案
を
国
会
に
上
程
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
早
や
二
〇
年
近
く
経
と
う
と
し
て
い
る
が
、
改
正

は
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
。

で
は
、
現
在
で
は
「
当
然
」
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
夫
婦
同
氏
制
は
、
我
が

国
の
法
制
史
上
、
い
つ
か
ら
開
始
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
八
九
八
（
明

治
三
一
）
年
の
民
法
施
行
に
始
ま
る
。
日
本
は
、
そ
れ
ま
で
、
夫
婦
別
氏
制
の
国

で
あ
っ
た
。

夫
婦
別
氏
か
ら
同
氏
へ
の
制
度
転
換
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
為
さ
れ

た
の
か
。
そ
も
そ
も
、「
氏
」
が
、
近
代
国
家
政
策
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意

義
を
持
た
さ
れ
た
の
か
。

本
稿
は
、
日
本
近
・
現
代
国
家
の
家
族
政
策
を
、「
氏
」
と
く
に
「
夫
婦
の
氏
」

の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
ま
ず
、
維
新
政
府
の
政
策
に
お
い
て
「
氏
」
に
与
え
ら

れ
た
意
義
と
、
そ
こ
で
の
妻
の
「
氏
」
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
、
次
い
で
、
そ
の

政
策
が
、
と
り
わ
け
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
く

か
を
見
て
い
く
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
お
け
る
制
度
転
換
、
そ
し
て
、

家
族
関
係
が
多
様
化
し
て
い
く
現
代
社
会
に
お
け
る
家
族
政
策
と
そ
の
問
題
点
を
、

夫
婦
の
氏
に
関
す
る
政
策
を
軸
と
し
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
明
治
初
年
の
氏
に
関
す
る
政
策
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
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